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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕における見出し記号「イ・ロ・ハ」を「ア・イ・ウ」に改めます。個別に新旧対照は作成しませんが、今回の他修正に係る部分については、修正前欄
もそれぞれ修正後の表記としています。 

 
 
目次 

 
 

目次 
 

第１章 総則 （略） 
 
第２章 原子力災害事前対策 
第１節から第６節 （略） 
 
第７節 緊急輸送活動体制の整備 
１ （略） 
２ （略） 
３ 対策拠点施設等における立ち上げ準備体制等………………………………30 
（１）対策拠点施設等における現地災害対策本部立ち上げ準備体制等………30 
（２）現地事故対策連絡会議への職員の体制……………………………………30 
４ 対策拠点施設等における原子力災害合同対策協議会等の体制……………31 
（１）原子力災害合同対策協議会の設置…………………………………………31 
（２）原子力災害合同対策協議会の構成員………………………………………31 
（３）原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する県の職員………………31 
 
５から９ （略） 
 

 10 対策拠点施設 
（１）対策拠点施設の指定又は変更………………………………………………32 
（２）対策拠点施設等の平常時の活用……………………………………………32 
（３）対策拠点施設等における非常用通信機器の整備…………………………32 
（４）対策拠点施設等の施設・設備等の整備、維持・管理……………………32 
（５）対策拠点施設等からの移転等………………………………………………32 
 

 11 （略） 
 
第８節から第 11 節 （略） 
 
第 12 節 人材及び防災資機材の確保等に係る連携………………………………36 

 
第 13 節から第 16 節 （略） 

 
 第 17 節 原子力災害医療体制等の整備 
 
 １から３ （略） 
 

 
 

目次 
 

第１章 総則 （略） 
 
第２章 原子力災害事前対策 
第１節から第６節 （略） 
 
第７節 緊急輸送活動体制の整備 
１ （略） 
２ （略） 
３ オフサイトセンター等における立ち上げ準備体制等 ………………………30 
（１）オフサイトセンター等における現地災害対策本部立ち上げ準備体制等…30 
（２）現地事故対策連絡会議への職員の体制………………………………………30 
４ オフサイトセンター等における原子力災害合同対策協議会等の体制 ……31 
（１）原子力災害合同対策協議会の設置……………………………………………31 
（２）原子力災害合同対策協議会の構成員…………………………………………31 
（３）原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する県の職員…………………31 
 
５から９ （略） 
 
10 オフサイトセンター 
（１）オフサイトセンターの指定又は変更…………………………………………32 
（２）オフサイトセンター等の平常時の活用………………………………………32 
（３）オフサイトセンター等における非常用通信機器の整備……………………32 
（４）オフサイトセンター等の施設・設備等の整備、維持・管理………………32 
（５）オフサイトセンター等からの移転等…………………………………………32 
 
11 （略） 
 
第８節から第 11 節 （略） 
 
第 12 節 人員及び防災資機材の確保等に係る連携………………………………36 

 
第 13 節から第 16 節 （略） 

 
第 17 節 原子力災害医療体制等の整備 
 

 １から３ （略） 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
 
 
 
 
 
 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 ４ 原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル等の策定及び修正…………43 
 
 ５から７ （略） 
 
 第 18 節 物資の   調達、供給活動 
 （略） 
 
 第 19 節から第 25 節 （略） 
 
第３章 緊急事態応急対策 
第１節から第３節 （略） 
第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 
１ 県の緊急事態応急対策活動体制………………………………………………60 
（１）災害対策本部の設置基準及び体制…………………………………………60 
（２）現地災害対策本部……………………………………………………………64 
（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣……………………………………66 
（４）国等との情報の共有等………………………………………………………66 
（５）対策拠点施設等での協力……………………………………………………66 
（６）災害対策本部の廃止…………………………………………………………66 
 
２から９ （略） 
 
第５節から第 14 節 （略） 

 
第４章 原子力災害中長期対策 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 原子力災害医療対応マニュアル等の策定及び修正…………………………43 
  
５から７ （略） 

 
第 18 節 物資の備蓄、調達、供給活動 
 （略） 
 
第 19 節から第 25 節 （略） 

 
第３章 緊急事態応急対策 
第１節から第３節 （略） 
第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 
１ 県の緊急事態応急対策活動体制 ………………………………………………60 
（１）災害対策本部の設置基準及び体制……………………………………………60 
（２）現地災害対策本部………………………………………………………………64 
（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣………………………………………66 
（４）国等との情報の共有等…………………………………………………………66 
（５）オフサイトセンター等での協力………………………………………………66 
（６）災害対策本部の廃止……………………………………………………………66 

 
２から９ （略） 

 
 第５節から第 14 節 （略） 
 
第４章 原子力災害中長期対策 （略） 
 
 
 

➢ 原子力災害医
療対応マニュ
アルの改訂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
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1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

 

第１節から第３節 （略） 

 

第４節 計画の基礎とすべき災害の想定 

原子力発電所からの放射性物質及び放射線の放出形態並びに想定される原子力

災害の形態は、過酷事故によるものを含むものとする。 

 

１から２ （略） 

 

３ 緊急事態における判断基準 

原子力事業者及び防災関係機関は、緊急事態の初期対応段階において、迅速な防

護措置等を実施できるよう以下の判断基準に基づき意思決定を行う。 

 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（EAL：Emergency Action Level） 

 （略） 

表１－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （略） 

※２ 施設敷地緊急事態要避難者とは、PAZ 内の住民等であって、施設敷地緊

第１章 総 則 

 

第１節から第３節 （略） 

 

第４節 計画の基礎とすべき災害の想定 

原子力発電所からの放射性物質及び放射線の放出形態並びに想定される原子力

災害の形態は、過酷事故によるものを含むものとする。 

 

１から２ （略） 

 

３ 緊急事態における判断基準 

原子力事業者及び防災関係機関は、緊急事態の初期対応段階において、迅速な防

護措置等を実施できるよう以下の判断基準に基づき意思決定を行う。 

 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（EAL：Emergency Action Level） 

 （略） 

表１－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （略） 

※２ 施設敷地緊急事態要避難者とは、PAZ 内の住民等であって、施設敷地緊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

➢ 原子力災害対
策指針の改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕 新旧対照表 

表１－４－１ 緊急事態区分と原災法の枠組みとの関係 

緊急事態区分 概  要 原災法との関係 

警戒事態 

(Alert) 

公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので

はないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのお

それがあるため、情報収集や、緊急時モニタリング（※１）

の準備、施設敷地緊急事態要避難者（※２）を対象とした

避難等の予防的防護措置の準備             

Ｌのうち原子力施設において異常事態が発生した場合に

限る。）を開始する段階 

 

施設敷地緊急

事態 

(Site Area 

 Emergency) 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難

等の予防的防護措置の準備を開始する段階 

原災法第 10 条 

全面緊急事態 

(General 

Emergency) 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が

生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化するた

め、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護

措置を実施する段階 

原災法第 15 条 

（原子力緊急事態宣言） 

 

表１－４－１ 緊急事態区分と原災法の枠組みとの関係 

緊急事態区分 概  要 原災法との関係 

警戒事態 

(Alert) 

公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので

はないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのお

それがあるため、情報収集や、緊急時モニタリング（※１）

の準備、施設敷地緊急事態要避難者（※２）を対象とした

避難等の予防的防護措置の準備（警戒事態を判断するＥＡ

Ｌのうち原子力施設において異常事態が発生した場合に

限る。）を開始する段階 

 

施設敷地緊急

事態 

(Site Area 

 Emergency) 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難

等の予防的防護措置の準備を開始する段階 

原災法第 10 条 

全面緊急事態 

(General 

Emergency) 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が

生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化するた

め、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護

措置を実施する段階 

原災法第 15 条 

（原子力緊急事態宣言） 

 

資料５ 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

急事態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる

者をいう。 

ア 要配慮者（災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 8 条第 2 項

第 15 項に規定する要配慮者をいう。以下同じ。）（イ又はウに該当する者

を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかる者 

イ （略） 

ウ （略） 

 

（２）運用上の介入レベル（OIL：Operational Intervention Level） 

 （略） 

 

  沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限り、東京電力        株式会

社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

を除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が原子炉等規制法第 43

条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃

料集合体が存在しない場合を除く。）に適用される基準 

 

 （略） 

 

実用発電用原子炉（東京電力        株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉を除く。）に係る原子炉

の運転等のための施設（原子炉等規制法第 43 条の３の６第１項第４号の基準に

適合しないものに限る。）であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合

体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された

ものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃

料集合体が存在しない施設以外のものに適用される基準 

 

 （略） 

 

急事態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる

者をいう。 

ア 要配慮者（災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 8 条第 2 項

第 17 号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。）（イ又はウに該当する者

を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかる者 

イ （略） 

ウ （略） 

 

（２）運用上の介入レベル（OIL：Operational Intervention Level） 

 （略） 

 

  沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限り、東京電力ホールディングス株式会

社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

を除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が原子炉等規制法第 43

条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃

料集合体が存在しない場合を除く。）に適用される基準 

 

 （略） 

 

実用発電用原子炉（東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉を除く。）に係る原子炉

の運転等のための施設（原子炉等規制法第 43 条の３の６第１項第４号の基準に

適合しないものに限る。）であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合

体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された

ものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃

料集合体が存在しない施設以外のものに適用される基準 

 

 （略） 

 

 
 
 
 
➢ 原子力災害対

策指針の改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 社名変更の適

用 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 社名変更の適

用 

16 第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

 

１から５ （略） 

第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

 

１から５ （略） 
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18 ６ 指定地方行政機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東北管区警察局 

 

 

 

 

（新設） 

 

東北財務局 

 

 

 

 

東北厚生局 

 

 

 

東北農政局 

 

 

 

東北森林管理局 

 

東北経済産業局 

 

 

 

 

 

東北地方 

環境事務所 

 

 

１ 災害状況の把握と報告連絡に関すること。 

２ 警察官及び災害関係装備品の受・支援調整に関すること。 

３ 関係職員の派遣に関すること。 

４ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

（新設） 

 

１ 民間金融機関等に対する金融上の措置要請に関すること。 

２ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

３ 災害発生時における国有財産の無償貸付等に関すること。 

４ 財務局が講じた施策に関する被災者への情報提供に関すること。 

 

１  災害状況の情報収集と通報に関すること。 

２  関係職員の派遣に関すること。 

３  関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

１ 農作物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 

２ 農業関係被害状況の収集及び報告に関すること。 

３ 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡に関すること。 

 

林産物の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 

 

１ 工業用水道の応急・復旧対策に関すること。 

２ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」と

いう。）における復旧用資機材、生活必需品及び燃料等の需給に関

すること。 

３ 産業被害状況の把握及び被災事業者等への支援に関すること。 

 

１ 災害状況の把握と報告連絡に関すること。 

２ 関係職員の派遣に関すること。 

３ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

６ 指定地方行政機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東北管区警察局 

 

 

 

 

東北管区行政評価局 

 

 

 

東北総合通信局 

 

東北財務局 

 

 

 

 

東北厚生局 

 

 

 

宮城労働局 

 

東北農政局 

 

 

 

東北森林管理局 

 

東北経済産業局 

 

 

 

１ 災害状況の把握と報告連絡に関すること。 

２ 警察官及び災害関係装備品の受・支援調整に関すること。 

３ 関係職員の派遣に関すること。 

４ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

１ 被災者への生活支援情報の提供 

２ 専用電話備えた相談窓口の開設 

３ 特別行政相談所の開設 

 

電気通信の確保及び非常通信の運用管理に関すること。 

 

１ 民間金融機関等に対する金融上の措置要請に関すること。 

２ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

３ 災害発生時における国有財産の無償貸付等に関すること。 

４ 財務局が講じた施策に関する被災者への情報提供に関すること。 

 

１  災害状況の情報収集と通報に関すること。 

２  関係職員の派遣に関すること。 

３  関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。 

 

１ 農作物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 

２ 農業関係被害状況の収集及び報告に関すること。 

３ 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡に関すること。 

 

林産物の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 

 

１ 工業用水道の応急・復旧対策に関すること。 

２ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」と

いう。）における復旧用資機材、生活必需品及び燃料等の需給に関

すること。 

 
➢ 県地域防災計

画〔地震災害
対策編〕との
整合 
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頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

東北運輸局 

 

 

 

 

東京航空局 

仙台空港事務所 

 

第二管区 

海上保安本部 

 

 

 

仙台管区気象台 

 

 

 

１ 交通施設等の被害、公共交通機関の運行（航）状況等に関する情報

収集及び伝達に関すること。 

２ 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び支援

に関すること。 

 

１ 原子力発電所上空の飛行規制に関すること。 

２ 緊急時における飛行場使用の総合調整に関すること。 

 

１ 船舶に対する緊急通報並びに避難及び立入制限等の指示に関するこ

と。 

２ 船舶に対する各種制限措置の解除に関すること。 

３ 海上の緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る）、水象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台風、竜巻等

突風に関する情報等の防災機関への適時・的確な伝達に関すること。 

３ 災害時における気象状況の推移やその予想の解説等に関すること。 

 

 

 

 
 

 

 

東北地方整備局 

 

東北運輸局 

 

 

 

 

東京航空局 

仙台空港事務所 

 

国土地理院 

東北地方測量部 

 

 

仙台管区気象台 

３ 産業被害状況の把握及び被災事業者等への支援に関すること。 

 

所管する道路の管理に関すること。 

 

１ 交通施設等の被害、公共交通機関の運行（航）状況等に関する情報

収集及び伝達に関すること。 

２ 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び支援

に関すること。 

 

１ 原子力発電所上空の飛行規制に関すること。 

２ 緊急時における飛行場使用の総合調整に関すること。 

 

１ 地理空間情報、防災関連情報及び地理情報システムの活用に関する

こと。 

２ 復旧測量等の実施に関すること。 

 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る）、水象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台風、竜巻等

突風に関する情報等の防災機関への適時・的確な伝達に関すること。 

３ 災害時における気象状況の推移やその予想の解説等に関すること。 

 
 

➢ 県地域防災計
画〔地震災害
対策編〕との
整合 
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頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

19 

 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東北総合通信局 

 

宮城労働局 

 

東北地方整備局 

 

東北防衛局 

 

 

 

 

国土地理院 

東北地方測量部 

電気通信の確保及び非常通信の運用管理に関すること。 

 

労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。 

 

所管する道路の管理に関すること。 

 

１ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること。 

２ 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること。 

３ 原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の関係地方公共団

体等への連絡に関すること。 

 

１ 地理空間情報、防災関連情報及び地理情報システムの活用に関する

こと。 

２ 復旧測量等の実施に関すること。 

 
 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

第二管区 

海上保安本部 

 

 

東北地方 

環境事務所 

 

 

東北防衛局 

 

１ 船舶等に対する情報の伝達・周知に関すること。 

２ 海上交通安全の確保に関すること。 

３ 緊急時モニタリングの支援に関すること。 

 

１ 災害状況の把握と報告連絡に関すること。 

２ 関係職員の派遣に関すること。 

３ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

 

１ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること。 

２ 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること。 

３ 原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の関係地方公共団

体等への連絡に関すること。 

 

 

 
 

➢ 県地域防災計
画〔地震災害
対策編〕との
整合 

  

７ （略） 

 

 

７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 指定公共機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

独立行政法人国立病院機  

構 本 部北海道東北グループ 

 

東日本電信電話 

株式会社宮城事業部 

 

株式会社 NTT ドコモ

東北支社 

 

KDDI 株式会社 

東北総支社 

 

ソフトバンク株式会社 

国立病院機構における医療、助産、救護等の指示調整に関す 

ること。 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

８ 指定公共機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

独立行政法人国立病院機  

構本部北海道東北グループ 

 

日本銀行仙台支店 

 

日本赤十字社 

宮城県支部 

 

 

 

 

日本放送協会 

仙台放送局 

国立病院機構における医療、助産、救護等の指示調整に関す 

ること。 

 

災害時における通貨供給及び金融機能の維持に関すること。 

 

１ 医療救護に関すること。 

２ 救援物資の備蓄及び配分に関すること。 

３ 血液製剤の供給に関すること。 

４ 義援金の受付に関すること。 

５ その他応急対策に必要な業務に関すること。 

 

１ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

２ 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

 
➢ 県地域防災計

画〔地震災害
対策編〕との
整合 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

20 

 

楽天モバイル株式会社 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

日本赤十字社 

宮城県支部 

 

 

 

 

日本放送協会 

仙台放送局 

 

東日本旅客鉄道 

株式会社仙台支社 

 

 

日本貨物鉄道 

株式会社東北支社 

 

東日本高速道路 

株式会社東北支社 

 

日本銀行仙台支店 

１ 医療救護に関すること。 

２ 救援物資の備蓄及び配分に関すること。 

３ 血液製剤の供給に関すること。 

４ 義援金の受付に関すること。 

５ その他応急対策に必要な業務に関すること。 

 

１ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 

２ 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

 

救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 

 

 

 

１ 災害対策に必要な物資の輸送対策に関すること。 

２ 災害時の応急輸送対策に関すること。 

 

高速道路の交通確保に関すること。 

 

 

災害時における通貨供給及び金融機能の維持に関すること 

 
 

 

東日本高速道路 

株式会社東北支社 

 

 

高速道路の交通確保に関すること。 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東日本旅客鉄道 

株式会社東北本部 

 

日本貨物鉄道 

株式会社東北支社 

 

NTT 東日本株式会社 

宮城事業部 

 

KDDI 株式会社 

コーポレート統括本部 

 

株式会社 NTT ドコモ 

東北支社 

 

ソフトバンク株式会社 

 

楽天モバイル株式会社 

救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 

 

 

１ 災害対策に必要な物資の輸送対策に関すること。 

２ 災害時の応急輸送対策に関すること。 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

通信の確保に関すること。 

 

通信の確保に関すること。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
➢ 県地域防災計

画〔地震災害
対策編〕との
整合 
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頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

９ 指定地方公共機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東北放送株式会社 

 

株式会社仙台放送 

 

株式会社宮城テレビ放送 

 

株式会社東日本放送 

 

株式会社エフエム仙台 

 

公益社団法人宮城県医

師会 

 

公益社団法人宮城県ト

ラック協会 

 

宮城県道路公社 

 

公益社団法人宮城県バ

ス協会 

 

一般社団法人宮城県薬

剤師会 

 

１ 原子力に係る知識の普及に関すること。 

２ 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

災害時における医療救護活動に関すること。 

 

 

災害時における緊急物資のトラック輸送確保に関すること。 

 

 

高規格道路の交通確保に関すること。 

 

災害時における緊急避難輸送確保 

 

 

災害時における医薬品の管理と供給 

 

９ 指定地方公共機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

公益社団法人宮城県ト

ラック協会 

 

公益社団法人宮城県バ

ス協会 

 

東北放送株式会社 

 

株式会社仙台放送 

 

株式会社宮城テレビ放送 

 

株式会社東日本放送 

 

株式会社エフエム仙台 

 

公益社団法人宮城県医

師会 

 

一般社団法人宮城県薬

剤師会 

 

宮城県道路公社 

災害時における緊急物資のトラック輸送確保に関すること。 

 

 

災害時における緊急避難輸送確保 

 

 

 

１ 原子力に係る知識の普及に関すること。 

２ 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

災害時における医療救護活動に関すること。 

 

 

災害時における医薬品の管理と適正な使用の担保 

 

 

高規格道路の交通確保に関すること。 

 

➢ 県地域防災計
画〔地震災害
対策編〕との
整合 

 

22 

 

第７節から第８節 （略） 

 

第７節から第８節 （略） 
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現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

25 

第２章 原子力災害事前対策 

 

第１節から第３節 （略） 

 

第２章 原子力災害事前対策 

 

第１節から第３節 （略） 

 

 

 第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 

 

（１）原子力防災専門官との連携 

県は、宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の作成、原子力発電所の防災

体制に関する情報の収集及び連絡、防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施

設（以下「対策拠点施設」という。）の防災拠点としての活用、住民等に対する

原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難等計画の策定

を含む）などの緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な連携を図り、

実施するものとする。 

 

（２） （略） 

 

第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 

 

（１）原子力防災専門官との連携 

県は、宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕の作成、原子力発電所の防災

体制に関する情報の収集及び連絡、防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施

設（以下「オフサイトセンター」という。）の防災拠点としての活用、住民等に

対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難等計画

の策定を含む）などの緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な連携

を図り、実施するものとする。 

 

（２） （略） 

 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

（１）県は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を

進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が

行えるように努めるものとし、災害時に公共的団体又は民間の団体との連携を

迅速行うことができるよう、防災会議を構成する関係者等との間で、当該団体

が災害時に担うべき役割、当当該団体との連携体制の構築や役割分担について

の認識を共有し、このような連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映

させた上で、当該方針を踏まえて個々の協定締結など、連携強化を進めるよう

努めるものとする。あわせ協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通

じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

るものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報

の整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業

者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理

する施設を把握しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図るも

のとする。 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

（１）県は、平時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進

めることにより、災害  時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行

えるように努めるものとし、公共的団体又は民間の団体との連携を迅速に行う

ことができるよう、宮城県防災会議を構成する関係者等との間で、当該団体が

災害時に担うべき役割、当該団体との連携体制の構築や役割分担についての認

識を共有し、このような連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させ

た上で、当該方針を踏まえて個々の協定締結など、連携強化を進めるよう努め

るものとする。あわせて、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通

じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

るものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報

の整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業

者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理

する施設を把握しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図るも

のとする。 

 

 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（２）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材につい

て、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される

場合には、関係機関や民間事業者との連携に努めるものとする。なお、燃料に

ついては、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結

を推進するとともに、平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるも

のとする。 

 

（３）県は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団

体等との災害協定の締結を推進するものとする。  

 

（４）県は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育

成に取り組むものとする。 

 

（５）県は、避難場所、指定避難所、備蓄等、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地、国有財産の有効活用を図るものとする。 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

１ （略） 

 

２ 情報の分析整理 

（１） （略） 

 

（２）県は、市町村に対して協定を締結すべき相手方などについて適切に助言する

ものとする。 

 

（３）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材につい

て、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される

場合には、関係機関や民間事業者との連携に努めるものとする。なお、燃料に

ついては、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結

を推進するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるもの

とする。 

 

（４）県は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団

体等との災害協定の締結を推進するものとする。  

 

（５）県は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育

成に取り組むものとする。 

 

（６）県は、避難場所、指定避難所、備蓄等、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地、国有財産の有効活用を図るものとする。 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

１ （略） 

 

２ 情報の分析整理 

（１） （略） 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 

 

 

 

 

 

27 

（２）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

県は、平常時より原子力防災関連情報（大気中放射性物質拡散計算を含む。）

の収集・蓄積に努めるものとする。また、それらの情報について関係機関の利

用の促進が円滑に実施されるよう国及び関係市町とともに情報のデータベー

ス化、オンライン化、ネットワーク化についてその推進に努めるものとする。 

 

（３）防災対策上必要とされる資料 

（２）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

県は、平時から原子力防災関連情報（大気中放射性物質拡散計算を含む。）の

収集・蓄積に努めるものとする。また、それらの情報について関係機関の利用

の促進が円滑に実施されるよう国及び関係市町とともに情報のデータベース

化、オンライン化、ネットワーク化についてその推進に努めるものとする。 

 

（３）防災対策上必要とされる資料 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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28 

県は、国、関係市町及び原子力事業者と連携して、応急対策の的確な実施に

資するため、以下のような原子力発電所に関する資料、社会環境に関する資料、

放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資

料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、

対策拠点施設等に適切に備え付け、これらを確実に管理するものとする。 

 

 ① （略） 

 

 ② 社会環境に関する資料 

  アからカ （略） 

 

  キ 対策拠点施設周辺地域の生活関連物資、飲料水、食料及び機器保守サービ

スの調達方法物資等の調達に関する資料 （資料２－６－26～27） 

 

 ③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

  ア （略） 

  イ 平常時環境放射線モニタリング（過去２年間の統計値） 

平常時環境放射線モニタリングに関する資料（資料２－６－31～34） 

④から⑤ （略） 

 

県は、国、関係市町及び原子力事業者と連携して、応急対策の的確な実施に

資するため、以下のような原子力発電所に関する資料、社会環境に関する資料、

放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資

料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、

オフサイトセンター等に適切に備え付け、これらを確実に管理するものとす

る。 

① （略） 

 

② 社会環境に関する資料 

 アからカ （略） 

 

 キ オフサイトセンター周辺地域の生活関連物資、飲料水、食料及び機器保守

サービスの調達方法物資等の調達に関する資料 （資料２－６－26～27） 

 

③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

 ア （略） 

 イ 平常時環境放射線モニタリング（過去２年間の統計値） 

平常時環境放射線モニタリングに関する資料（資料２－６－31～34） 

④から⑤ （略） 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 
 
 
➢ 資料編修正に

伴う統計値の
見直し 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通信手段の確保 

 

（１） 専用回線網の確保 

 

 ① （略） 

 

 ② 対策拠点施設等との間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、対策拠点施設等と県及び関係市町との間の通信連絡の

ための専用回線網の整備・維持に努めるものとする。 

 

（２）通信手段・経路の多様化 

 

 ①から④ （略） 

３ 通信手段の確保 

 

（１） 専用回線網の確保 

 

 ① （略） 

 

 ② オフサイトセンター等との間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、オフサイトセンター等と県及び関係市町との間の通信連

絡のための専用回線網の整備・維持に努めるものとする。 

 

（２）通信手段・経路の多様化 

 

 ①から④ （略） 

 
 
 
 
 
 
 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
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 ⑤ 災害時優先電話等の活用 

県は、東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災

害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。 

 

 ⑥ （略） 

 

 ⑦ 非常用電源等の確保 

県は、関係市町及び関係機関と連携し、対策拠点施設等及び庁舎等が停電し

た場合に備え、非常用電源設備（補充用燃料を含む）の整備を進めるとともに、

専門的な知見・技術をもとに耐震性・耐浪性のある場所への設置等を図るもの

とする。 

 

 ⑧ （略） 

 ⑤ 災害時優先電話等の活用 

県は、ＮＴＴ東日本株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害

時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。 

 

 ⑥ （略） 

 

 ⑦ 非常用電源等の確保 

県は、関係市町及び関係機関と連携し、オフサイトセンター等及び庁舎等が

停電した場合に備え、非常用電源設備（補充用燃料を含む）の整備を進めると

ともに、専門的な知見・技術をもとに耐震性・耐浪性のある場所への設置等を

図るものとする。 

 

 ⑧ （略） 

 

➢ 社名変更の適
用 

 

 

 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 
 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

 

１から２ （略） 

 

３ 対策拠点施設等における立ち上げ準備体制等 

 

（１）対策拠点施設等における現地災害対策本部立ち上げ準備体制 

県は、施設敷地緊急事態に至った場合、直ちに国及び関係市町と協力して、

対策拠点施設等における現地災害対策本部を立ち上げられるよう、あらかじめ

職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

 

（２）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

県は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設等において開催する際、こ

れに県の職員を迅速に派遣するため、あらかじめ派遣職員を指定するととも

に、対策拠点施設等への派遣手段等も定めておくものとする。 

 

４ 対策拠点施設等における原子力災害合同対策協議会等の体制 

 

（１）原子力災害合同対策協議会の設置 

県は、原災法第 15 条に規定する内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が

第７節 緊急事態応急体制の整備 

 

１から２ （略） 

 

３ オフサイトセンター等における立ち上げ準備体制等 

 

（１）オフサイトセンター等における現地災害対策本部立ち上げ準備体制 

県は、施設敷地緊急事態に至った場合、直ちに国及び関係市町と協力して、

オフサイトセンター等における現地災害対策本部を立ち上げられるよう、あら

かじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

 

（２）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

県は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開催する

際、これに県の職員を迅速に派遣するため、あらかじめ派遣職員を指定すると

ともに、オフサイトセンター等への派遣手段等も定めておくものとする。 

 

４ オフサイトセンター等における原子力災害合同対策協議会等の体制 

 

（１）原子力災害合同対策協議会の設置 

県は、原災法第 15 条に規定する内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が

 
 

 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
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31 

 

 

 

 

 

 

 

発出された後、同法第 23 条の規定により、当該原子力緊急事態に関する情報

を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するた

め、国、関係市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、対策拠点施設

等に設置するものとする。 

 

（２） （略） 

 

（３）原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する県の職員 

対策拠点施設等において、原子力災害合同対策協議会のもとに原子力発電所

の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民等避難・

屋内退避状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係市町及び原子力事業

者等のそれぞれの職員を配置することとされており、県はそれぞれの機能班に

配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等

と協議して定めておくものとする。 

 

５から６ （略） 

 

７ 防災関係機関相互の連携体制 

県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国、関係道府県、関係市町、

自衛隊、警察本部、消防本部（局）、第二管区海上保安本部、医療機関、指定公共

機関、指定地方公共機関、原子力事業者、その他の防災関係機関と原子力防災体

制について相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、相

互の連携体制の強化に努めるものとする。 

 

８ 応援要請等に基づく受け入れ体制 

（１）広域的な応援協力体制等 

① 県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査（居住

者、車両、家庭動物、携行品等の放射線量の測定をいう。以下同じ）及び簡

易除染等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府県及び防災

関係機関からの応援要請への対応に向けて、国の協力のもと、他の都道府県

等との応援協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する

連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の

発出された後、同法第 23 条の規定により、当該原子力緊急事態に関する情報

を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するた

め、国、関係市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、オフサイトセ

ンター等に設置するものとする。 

 

（２） （略） 

 

（３）原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する県の職員 

オフサイトセンター等において、原子力災害合同対策協議会のもとに原子力

発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民等

避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係市町及び原子

力事業者等のそれぞれの職員を配置することとされており、県はそれぞれの機

能班に配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専

門官等と協議して定めておくものとする。 

 

５から６ （略） 

 

７ 防災関係機関相互の連携体制 

県は、平時から原子力防災専門官をはじめとする国、関係道府県、関係市町、

自衛隊、警察本部、消防本部（局）、第二管区海上保安本部、医療機関、指定公

共機関、指定地方公共機関、原子力事業者、その他の防災関係機関と原子力防災

体制について相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、

相互の連携体制の強化に努めるものとする。 

 

８ 応援要請等に基づく受け入れ体制 

（１）広域的な応援協力体制等 

① 県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査（国か

らの指示に基づき、避難や一時移転を行う住民等に対し、除染を実施すべき

基準以下であるか否かを確認する検査。以下同じ）及び簡易除染等の場所等

に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府県及び防災関係機関からの応

援要請への対応に向けて、国の協力のもと、他の都道府県等との応援協定の

締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、

 
 
 
 
 
 

 

 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 

 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等につい

て必要な準備を整えるとともに、市町村間における相互応援が円滑に進むよ

う配慮し、応援協定締結の促進を図るものとする。 

 

② （略） 

 

（２）から（３） （略） 

 

９ 自衛隊との連携体制 

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡

調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整

備等必要な準備に努めるものとする。また、適切な役割分担を図るとともに、い

かなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）に

ついて、自衛隊の災害派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を行うとともに、

関係部隊との事前の調整を行うものとする。 

 

10 対策拠点施設 

 

（１）対策拠点施設の指定又は変更 

県は、原災法第 12 条の規定により、対策拠点施設の指定又は変更について、

内閣総理大臣から意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に提出するも

のとする。 

 

（２）対策拠点施設等の平常時の活用 

県及び国は、対策拠点施設等を地域における原子力防災の拠点として平常時

から訓練、住民に対する広報・防災知識の普及等に活用するものとする。 

 

（３）対策拠点施設等における非常用通信機器の整備 

県及び国は相互に連携して、対策拠点施設等に非常用電話、ファクシミリ、

テレビ会議システム、衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進するものと

する。 

 

災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員

の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整え

るとともに、市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮し、応援協定

締結の促進を図るものとする。 

② （略） 

 

（２）から（３） （略） 

 

９ 自衛隊との連携体制 

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡

調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整

備等必要な準備に努めるものとする。また、適切な役割分担を図るとともに、い

かなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）に

ついて、自衛隊の災害派遣要請を行うのか、平時からその想定を行うとともに、

関係部隊との事前の調整を行うものとする。 

 

10 オフサイトセンター 

 

（１）オフサイトセンターの指定又は変更 

県は、原災法第 12 条の規定により、オフサイトセンターの指定又は変更に

ついて、内閣総理大臣から意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に提

出するものとする。 

 

（２）オフサイトセンター等の平時の活用 

県及び国は、オフサイトセンター等を地域における原子力防災の拠点として

平時から訓練、住民に対する広報・防災知識の普及等に活用するものとする。 

 

（３）オフサイトセンター等における非常用通信機器の整備 

県及び国は相互に連携して、オフサイトセンター等に非常用電話、ファクシ

ミリ、テレビ会議システム、衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進する

ものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 
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33 

 

 

 

 

（４）対策拠点施設等の施設・設備等の整備、維持・管理 

県及び国は相互に連携して、過酷事故においても活動を継続することができ

るよう対策拠点施設等の施設・設備、防護資機材及び資料等について適切に整

備、維持・管理を行うものとする。 

 

（５）対策拠点施設等からの移転等 

県は、対策拠点施設からの移転・立上げ体制を確保するとともに、搬送資機

材の搬送計画をあらかじめ定めておくものとする。 

 

11 防災業務関係者の安全確保のための資機材の整備等 

 

（１） （略） 

 

（２）国、関係市町及び原子力事業者との情報交換 

県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全確保の

ため、平常時より、国、関係市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を

行うものとする。 

 

（３） （略） 

 

（４）オフサイトセンター等の施設・設備等の整備、維持・管理 

県及び国は相互に連携して、過酷事故においても活動を継続することができ

るようオフサイトセンター等の施設・設備、防護資機材及び資料等について適

切に整備、維持・管理を行うものとする。 

 

（５）オフサイトセンター等からの移転等 

県は、オフサイトセンターからの移転・立上げ体制を確保するとともに、搬

送資機材の搬送計画をあらかじめ定めておくものとする。 

 

11 防災業務関係者の安全確保のための資機材の整備等 

 

（１） （略） 

 

（２）国、関係市町及び原子力事業者との情報交換 

県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全確保の

ため、平時から、国、関係市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行

うものとする。 

 

（３） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 第８節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

 

１から３ （略） 

 

４ 要配慮者等への情報伝達体制の整備 

県は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び関係市町と連携し要配慮者及び一

時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自

主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制

の整備に努めるものとする。 

 

５ （略） 

 

第８節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

 

１から３ （略） 

 

４ 要配慮者等への情報伝達体制の整備 

県は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び関係市町と連携し要配慮者及び一

時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自

主防災組織等の協力を得ながら、平時からこれらの者に対する情報伝達体制の

整備に努めるものとする。 

 

５ （略） 

 
 
 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕 新旧対照表 資料５ 



 17 / 45 

 

.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9節 モニタリング体制等 

緊急時モニタリングは、原子力規制委員会の統括のもとで行うこととなる。この

際、緊急時モニタリングセンター（EMC：Emergency Monitoring Center）が設置

され、原子力規制委員会、関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等から編成され

た要員が連携して緊急時モニタリングを実施することとなる。また、これ以外の関

係省庁はその支援を行うこととされている。 

県は、緊急時における原子力発電所からの放射性物質又は放射線の放出による周

辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援のもと、平常時より環境

放射線モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）を実施すると

ともに、緊急時モニタリングの測定結果をＯＩＬに基づく防護措置実施の判断に活

用できるように緊急時モニタリングの体制及び適切な精度の測定能力の維持に努

める。 

このため、県は、国、関係市町及び原子力事業者等（この節では、以下「モニタ

リング関係機関」という。）と連携し、緊急時モニタリング計画の策定・修正、モニ

タリング設備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、関係機関との協力体

制の確立等、緊急時モニタリング実施体制を整備するものとする。 

 

１ （略） 

 

２ モニタリング設備・機器等の整備・維持 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影

響を把握するため、モニタリングステーション、モニタリングポスト、モニタリ

ングポイント、積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モニタリング設備・

機器、環境試料分析装置、携帯電話等の連絡手段等を整備・維持するとともに、

その操作の習熟に努めるものとする。 

また、県は、対策拠点施設等に国の統括する緊急時モニタリングセンターの組

織を受け入れるための環境の整備に協力するものとする。  

県所有の環境放射線モニタリング設備・機器の整備状況（資料２－９－１）参照 

東北電力㈱所有の環境放射線モニタリング設備・機器の整備状況（資料２－９－２）参照 

環境放射線監視システム図（資料２－９－３）参照 

気象・海象観測機器の整備状況（資料２－９－４）参照 

 

３ （略） 

 

第９節 モニタリング体制等 

緊急時モニタリングは、原子力規制委員会の統括のもとで行うこととなる。この

際、緊急時モニタリングセンター（EMC：Emergency Monitoring Center）が設置

され、原子力規制委員会、関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等から編成され

た要員が連携して緊急時モニタリングを実施することとなる。また、これ以外の関

係省庁はその支援を行うこととされている。 

県は、緊急時における原子力発電所からの放射性物質又は放射線の放出による周

辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援のもと、平常時  環境

放射線モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）を実施すると

ともに、緊急時モニタリングの測定結果をＯＩＬに基づく防護措置実施の判断に活

用できるように緊急時モニタリングの体制及び適切な精度の測定能力の維持に努

める。 

このため、県は、国、関係市町及び原子力事業者等（この節では、以下「モニタ

リング関係機関」という。）と連携し、緊急時モニタリング計画の策定・修正、モニ

タリング設備・機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、関係機関との協力体

制の確立等、緊急時モニタリング実施体制を整備するものとする。 

 

１ （略） 

 

２ モニタリング設備・機器等の整備・維持 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影

響を把握するため、モニタリングステーション、モニタリングポスト、モニタリ

ングポイント、積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モニタリング設備・

機器、環境試料分析装置、携帯電話等の連絡手段等を整備・維持するとともに、

その操作の習熟に努めるものとする。 

また、県は、オフサイトセンター等に国の統括する緊急時モニタリングセンタ

ーの組織を受け入れるための環境の整備に協力するものとする。  

県所有の環境放射線モニタリング設備・機器の整備状況（資料２－９－１）参照 

東北電力㈱所有の環境放射線モニタリング設備・機器の整備状況（資料２－９－２）参照 

環境放射線監視システム図（資料２－９－３）参照 

気象・海象観測機器の整備状況（資料２－９－４）参照 

 

３ （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

➢ 記載の適正化
（宮城県緊急
時モニタリン
グ実施要領と
の整合） 
 

 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 
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35 

 

 

４ 緊急時モニタリングの体制及び役割 

  県は、緊急時モニタリングセンターの役割等に協力するものとする。このため、

県現地災害対策本部モニタリングチームとその指揮下のモニタリング実施組織

及びモニタリングチームリーダー、チームの役割等を定めるとともに、緊急時モ

ニタリングセンターとの連携について定めておくものとする。 

緊急時モニタリングセンターは国が指揮するが、初動時においてセンター長が

不在の間は、上席放射線防災専門官を優先に、上席放射線防災専門官又は県現地

災害対策本部のモニタリングチームリーダーが代行する体制とする。 

 

５ 関係機関との協力による広域モニタリング体制の整備 

 

（１）関係機関との連携 

県は、モニタリング関係機関と緊急時モニタリングに関し平常時より連絡

会、訓練及び研修等を通じて緊密な連携を図るものとする。 

 

（２）から（３） （略） 

 

６ （略） 

 

４ 緊急時モニタリングの体制及び役割 

  県は、緊急時モニタリングセンターの役割等に協力するものとする。このため、

県現地災害対策本部モニタリングチームとその指揮下のモニタリング実施組織

及びモニタリングチームリーダー、チームの役割等を定めるとともに、緊急時モ

ニタリングセンターとの連携について定めておくものとする。 

緊急時モニタリングセンターは国が指揮するが、初動時においてセンター長が

不在の間は、上席放射線防災専門官を優先に、上席放射線防災専門官又は県現地

災害対策本部のモニタリングチームリーダーが代行する体制とする。 

 

５ 関係機関との協力による広域モニタリング体制の整備 

 

（１）関係機関との連携 

県は、モニタリング関係機関と緊急時モニタリングに関し平時から連絡会、

訓練及び研修等を通じて緊密な連携を図るものとする。 

 

（２）から（３） （略） 

 

６ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
➢ 記載の適正化

（宮城県緊急
時モニタリン
グ計画等との
整合） 

 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 第 10 節から第 11 節 （略） 第 10 節から第 11 節 （略）  

36 第 12 節 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災

活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人材及び

防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、市町村及び原子力事業者と相互

の連携を図るものとする。 

第 12 節 人員及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災

活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人員及び

防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、市町村及び原子力事業者と相互

の連携を図るものとする。 

 

➢ 防災基本計画

の修正（原子

力災害対策編

等との整合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 節 避難受入活動体制の整備 

１ 避難等計画の作成についての支援及び調整 

 

（１） （略） 

 

（２）関係市町の講じておく措置 

関係市町は、避難や屋内退避等を実施する場合において、住民等が心理的

な動揺と混乱を起こす事なく指示に従って行動ができるようあらかじめ次の

第 13 節 避難受入活動体制の整備 

１ 避難等計画の作成についての支援及び調整 

 

（１） （略） 

 

（２）関係市町の講じておく措置 

関係市町は、避難や屋内退避等を実施する場合において、住民等が心理的

な動揺と混乱を起こす事なく指示に従って行動ができるようあらかじめ次の
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37 

事項を把握し、又は定めておき、これを基に避難等に係る計画を定めておく

ものとする。 

   

  ① （略） 

② 広域避難等のために定めておく事項 

ア 指定避難所及び広域避難先の避難所（「広域避難所」という。以下同

じ。）（これらを併せて「指定避難所等」という。以下同じ。） 

イ 避難経路（一時集合場所、避難退域時検査及び簡易除染の場所、避難

所受付ステーションを含む。以下同じ。）及び避難方法 

ウ その他必要な事項 

 

一時集合場所一覧（資料２－13－１） 

避難退域時検査等場所候補地一覧（資料２－13－２） 

避難所受付ステーション一覧（資料２－13－３） 

避難先避難所一覧（資料２－13－４） 

事項を把握し、又は定めておき、これを基に避難等に係る計画を定めておく

ものとする。 

   

  ① （略） 

② 広域避難等のために定めておく事項 

ア 指定避難所及び広域避難先の避難所（「広域避難所」という。以下同

じ。）（これらを併せて「指定避難所等」という。以下同じ。） 

イ 避難経路（一時集合場所、避難退域時検査及び簡易除染の場所、避難

所受付ステーションを含む。以下同じ。）及び避難方法 

ウ その他必要な事項 

 

一時集合場所一覧（資料２－13－１） 

避難退域時検査 場所候補地一覧（資料２－13－２） 

避難所受付ステーション一覧（資料２－13－３） 

避難先避難所一覧（資料２－13－４） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ 記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定避難所等の整備についての助言 

 

（１）指定避難所等の整備 

県は、関係市町に対し、地域防災センター、コミュニティーセンター等公

共的施設等を、その管理者の同意を得て指定避難所等としてあらかじめ確保

するよう助言するものとする。 

指定避難所等の確保に当たっては、風向等の気象条件により使用できなく

なる可能性を考慮するとともに、要配慮者に十分配慮する。また、国の協力

のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締結を推進する等、広域避

難体制を整備するものとする。 

なお、指定避難所等については、必要に応じ、プライバシーの確保、男女

及び性的マイノリティ（LGBT 等）などの多様な性のニーズの違いや多様な

生活者の視点への配慮並びに衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための

設備の整備に努めるよう助言するものとする。 

県及び関係市町は感染症対策のため、平常時から、指定避難所等のレイア

ウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を

含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有す

２ 指定避難所等の整備についての助言 

 

（１）指定避難所等の整備 

県は、関係市町に対し、地域防災センター、コミュニティーセンター等公

共的施設等を、その管理者の同意を得て指定避難所等としてあらかじめ確保

するよう助言するものとする。 

指定避難所等の確保に当たっては、風向等の気象条件により使用できなく

なる可能性を考慮するとともに、要配慮者に十分配慮する。また、国の協力

のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締結を推進する等、広域避

難体制を整備するものとする。 

なお、指定避難所等については、必要に応じ、プライバシーの確保、男女

及び性的マイノリティ（LGBT 等）などの多様な性のニーズの違いや多様な

生活者の視点への配慮並びに衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための

設備の整備に努めるよう助言するものとする。 

県及び関係市町は感染症対策のため、平時から、指定避難所等のレイアウ

トや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう

努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開

設に努めるものとする。 

 

（２）から（６） （略） 

 

（７）被災者支援の仕組みの整備 

県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局の明確化など、地

域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把

握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的

に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。 

 

（８） （略） 

 

（９）物資の備蓄に係る整備 

県及び関係市町は、指定避難所等又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、段ボールベッド等の簡易ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布

等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものと

し、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、性的マイノリティ及び子

供にも配慮するものとする。 

指定避難所等となる施設において、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を

進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所等の電力容量の拡大に努め

るものとする。 

 

３ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備についての助言 

 

（１）県は、要配慮者及び一時滞在者への対応を強化するため、放射線の影響を

受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意

し、次の項目に取り組むものとする。 

 

① 要配慮者及び一時滞在者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、周辺

住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サー

ビス事業者、ボランティア等の避難支援等に携わる多様な主体の協力を得な

がら、平常時より、要配慮者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努

研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設

に努めるものとする。 

 

（２）から（６） （略） 

 

（７）被災者支援の仕組みの整備 

県は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部局の明確化など、地域

の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握

した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に

実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。 

 

（８） （略） 

 

（９）物資の備蓄に係る整備 

県及び関係市町は、指定避難所等又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、段ボールベッド等の簡易ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布

等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものと

し、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、性的マイノリティ及びこ

どもにも配慮するものとする。                     

   指定避難所等となる施設において、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を

進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所等の電力容量の拡大に努め

るものとする。 

 

３ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備についての助言 

 

（１）県は、要配慮者及び一時滞在者への対応を強化するため、放射線の影響を

受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意

し、次の項目に取り組むものとする。 

 

① 要配慮者及び一時滞在者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、周辺

住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サー

ビス事業者、ボランティア等の避難支援等に携わる多様な主体の協力を得な

がら、平時から、要配慮者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努め

 
 
 
 
 

 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

めるものとする。 

 

②から⑤ （略） 

 

（２）から（３） （略） 

 

（４）関係市町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者について

も、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等

に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他

の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

 

（５）から（８） （略） 

 

４から８ （略） 

 

９ 避難所・避難方法等の周知についての助言 

県は、関係市町等に対し、避難（自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘

導、家庭動物との同行避難等を含む。）や避難退域時検査及び簡易除染、ｈｈ

ｈｈｈｈｈｈｈ、  、安定ヨウ素剤配布等の場所・避難方法（自家用車の利

用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難等を含む。）、屋内退避

の方法等について、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言するものとす

る。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難等計画を関係市町、防災業務関

係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、関

係市町及び原子力事業者と連携のうえ、警戒事態及び施設敷地緊急事態等発生

後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。また、屋内退避から避難に切り替わった際の避難先及び経路の確保等につ

いて検討し、平時において住民等へ情報提供するものとする。 

 

るものとする。 

 

②から⑤ （略） 

 

（２）から（３） （略） 

 

（４）関係市町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者について

も、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平時から、避難支援等に

携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の

避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

 

（５）から（８） （略） 

 

４から８ （略） 

 

９ 避難所・避難方法等の周知についての助言 

県は、関係市町等に対し、避難（自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘

導、家庭動物との同行避難等を含む。）や避難退域時検査及び簡易除染、甲状

腺被ばく線量モニタリング、安定ヨウ素剤服用の効果並びに配布等の場所・避

難方法（自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難等

を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民への周知徹底に努める

よう助言するものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難等計画を関係市町、防災業務関

係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、関

係市町及び原子力事業者と連携のうえ、警戒事態及び施設敷地緊急事態等発生

後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。また、屋内退避から避難に切り替わった際の避難先及び経路の確保等につ

いて検討し、平時において住民等へ情報提供するものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 

 

 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
➢ 原子力災害対

策指針の改正 

 第 14 節から第 15 節 （略） 第 14 節から第 15 節 （略）  

42 第 16 節 救助・救急及び消火資機材等の整備 

 

１ （略） 

 

第 16 節 救助・救急及び消火資機材等の整備 

 

１ （略） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

２ 消火活動用資機材等の整備及び助言 

 

県は、消火活動用資機材の整備について、平常時から所在市町、原子力事業

者等と連携を図るとともに、所在市町に対し、原子力発電所及びその周辺にお

ける火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消防体制を整備するよう

助言するものとする。 

 

３ （略） 

２ 消火活動用資機材等の整備及び助言 

 

県は、消火活動用資機材の整備について、平時から所在市町、原子力事業者

等と連携を図るとともに、所在市町に対し、原子力発電所及びその周辺におけ

る火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消防体制を整備するよう助

言するものとする。 

 

３ （略） 

 

 
 
 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

第 17 節 原子力災害医療体制等の整備 

 

県は、原子力災害時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等を実施するた

め、原子力災害拠点病院を指定する等広域的な原子力災害医療体制を構築するとと

もに、医療要員の確保及び関係機関との協力体制の確立のほか、原子力防災緊急時

被ばく医療活動マニュアル等の策定、医療活動用資機材等の整備等、原子力災害医

療の実施体制を整備するものとする。また、県は、原子力発電所内で発生した労働

災害（被ばく、汚染をともなう負傷者が発生した場合、その可能性のある負傷者が

発生した場合、その他社会的影響等を考慮し、県において必要と認めた場合に限

る。）に対処できるよう同様の体制を整備するものとする。 

 

１から３ （略） 

 

４ 原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル等の策定及び修正 

県は、原子力災害対策指針等に基づき、原子力防災緊急時被ばく医療活動マニ

ュアル等を策定するものとし、必要に応じて修正するものとする。 

 

５から６ （略） 

 

７ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、関係市町、医療機関等と連携して、ＰＡ

Ｚ内及びＰＡＺ外であってもＰＡＺ内と同様に予防的な即時避難を実施する可

能性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤を受け取

ることが困難と想定される地域等 安定ヨウ素剤の事前配布が必要と判断され

る地域（以下、これらを含む市町を「ＰＡＺを含む市町等」という。）の住民等に

第 17 節 原子力災害医療体制等の整備 

 

県は、原子力災害時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等を実施するた

め、原子力災害拠点病院を指定する等広域的な原子力災害医療体制を構築するとと

もに、医療要員の確保及び関係機関との協力体制の確立のほか、原子力災害医療対

応マニュアル等の策定、医療活動用資機材等の整備等、原子力災害医療の実施体制

を整備するものとする。また、県は、原子力発電所内で発生した労働災害（被ばく、

汚染をともなう負傷者が発生した場合、その可能性のある負傷者が発生した場合、

その他社会的影響等を考慮し、県において必要と認めた場合に限る。）に対処でき

るよう同様の体制を整備するものとする。 

 

１から３ （略） 

 

４ 原子力災害医療対応マニュアル等の策定及び修正 

県は、原子力災害対策指針等に基づき、原子力災害医療対応マニュアル等を策

定するものとし、必要に応じて修正するものとする。 

 

５から６ （略） 

 

７ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、関係市町、医療機関等と連携して、ＰＡ

Ｚ内及びＰＡＺ外であってもＰＡＺ内と同様に予防的な即時避難を実施する可

能性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤を受け取

ることが困難と想定される地域等の安定ヨウ素剤の事前配布が必要と判断され

る地域（以下、これらを含む市町を「ＰＡＺを含む市町等」という。）の住民等に

 
 
 
 

 

➢ 原子力災害医
療対応マニュ
アルの改訂 

 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 原子力災害医
療対応マニュ
アルの改訂 
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頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

対する安定ヨウ素剤の事前配布体制並びにＰＡＺ内及びＰＡＺ外の住民等に対

する緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、住民等が適正なタイミン

グで安定ヨウ素剤の服用が行えるよう準備しておくものとする 。 

なお、県及び関係市町は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤につ

いて服用の目的や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（妊

婦、授乳婦及び未成年者（乳幼児を含む。）をいう。以下「服用を優先すべき対象

者」という。）等の事項を住民等へ平常時から周知するものとする。 

 

（１）から（３） （略） 

対する安定ヨウ素剤の事前配布体制並びにＰＡＺ内及びＰＡＺ外の住民等に対

する緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、住民等が適正なタイミン

グで安定ヨウ素剤の服用が行えるよう準備しておくものとする 。 

なお、県及び関係市町は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤につ

いて服用の目的や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（妊

婦、授乳婦及び未成年者（乳幼児を含む。）をいう。以下「服用を優先すべき対

象者」という。）等の事項を住民等へ平時から周知するものとする。 

 

（１）から（３） （略） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 18 節 物資の   調達、供給活動 

 

（１）県は、国、関係市町及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発

生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域

の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必

需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備

蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画を定めておくとと

もに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資

や物資拠点の登録に努めるものとする。 

特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品

等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保

に努めるものとする。 

また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の

調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立って初期の対応

に十分な量を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等

の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、

備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努めるものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

第 18 節 物資の備蓄、調達、供給活動 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、国、関係市町及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した

場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件

や過去の災害等を踏まえ、必要とされる物資についてあらかじめ備蓄するととも

に、原子力災害時における調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画を

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

定めておくよう努めるものとする。 

特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の

救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努める

ものとする。 

 

（１）県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平時のように実施できないという認識に立って、市町が推

計した想定し得る最大規模の災害における想定避難者数に対して必要となる備

蓄量（最低３日間、推奨１週間）と関係市町により備蓄される量とを勘案し不

足が懸念される物資や、市町村の区域を超えた利用が想定される物資の備蓄

と、その備蓄状況について、年に１回、広く住民に公表することを検討するも

のとする。 

 

（２）関係市町は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適

なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食料、飲料水、適温の

食事のための炊き出し用具やキッチン資機材、安眠確保のための段ボールベ

ッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛布、冷暖房器具・燃料等、プライバシ

ー確保のためのパーティション、衛生促進のための入浴設備、洗濯設備、乳

児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、

トイレットペーパー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必

要な物資等の避難生活に必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資の備

蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するものとする。この際、避

難生活に必要な物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災害における

想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週

間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。

また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するもの

とする。 

（３）県及び関係市町は、新物資システム（B－PLo）を活用し、施設（備蓄倉

庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定

期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。 

また、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散

備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、

体制の整備に努めるものとする。 

 

 
 
 
 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

（２）県及び関係市町は、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送

手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連

絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

 

（３）県は、国、関係市町と連携のうえ、備蓄拠点については、輸送拠点として

指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備

するものとする。 

 

（４）国は、大規模な災害が発生し、通信手段の途絶や行政機能の麻ひ等によ

り、被災地方公共団体からの要請が滞る場合等に対応するため、発災直後か

ら一定期間は、要請を待たずに指定避難所ごとの避難者数等に応じて食料等

の物資を調達し、被災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するものとされ

ている。 

県は、災害の規模等に鑑み、関係市町が自ら物資の調達・輸送を行うこと

が困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要

請体制・調達体制・輸送体制の整備を図るものとする。 

 

（４）県及び関係市町は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段

の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、

要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

 

（５）県は、国、関係市町と連携のうえ、物資拠点については、輸送拠点として指

定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備

するものとする。 

 

（６）国は、大規模な災害が発生し、通信手段の途絶や行政機能の麻ひ等によ

り、被災地方公共団体からの要請が滞る場合等に対応するため、発災直後か

ら一定期間は、要請を待たずに指定避難所ごとの避難者数等に応じて食料等

の物資を調達し、被災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するものとされ

ている。 

県は、災害の規模等に鑑み、関係市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが

困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体

制・調達体制・輸送体制の整備を図るものとする。 

➢ 防災基本計画
の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 第 19 節から第 21 節 （略） 

 

第 19 節から第 21 節 （略）  

46 第 22 節 防災訓練等の実施 

１ 訓練計画の策定等 

 

（１）要素別訓練等の計画策定 

県は、国、原子力事業者の支援のもと、市町村、自衛隊等防災関係機関と連

携し、以下のような防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画を

策定するものとする。 

 

  ① （略） 

  ② 対策拠点施設等への参集、原子力災害合同対策協議会の設置運営訓練 

  ③から⑧ （略） 

 

（２） （略） 

 

２から３ （略） 

第 22 節 防災訓練等の実施 

１ 訓練計画の策定等 

 

（１）要素別訓練等の計画策定 

県は、国、原子力事業者の支援のもと、市町村、自衛隊等防災関係機関と連

携し、以下のような防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画を

策定するものとする。 

 

① （略） 

② オフサイトセンター等への参集、原子力災害合同対策協議会の設置運営訓練 

③から⑧ （略） 

 

（２） （略） 

 

２から３ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

47 第 23 節から第 25 節 （略） 

 

第 23 節から第２５節 （略）  

51 第３章 緊急事態応急対策 

第１節 （略） 

第３章 緊急事態応急対策 

第１節 （略） 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 

１から２ （略） 

 

３ 関係市町、防災関係機関の通報連絡 

 

（１） （略） 

 

（２）宮城海上保安部の通報連絡 

原子力事業者の原子力防災管理者から通報を受けた宮城海上保安部は、第

二管区海上保安本部にその旨を直ちに報告するとともに、必要に応じ、関係

市町との通報連絡に当たるものとする。 

 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 

１から３ （略） 

 

３ 関係市町、防災関係機関の通報連絡 

 

（１） （略） 

 

（２）宮城海上保安部の通報連絡 

原子力事業者の原子力防災管理者から通報を受けた宮城海上保安部は、第

二管区海上保安本部にその旨を直ちに報告するとともに、必要に応じ、関係

市町に対し通報連絡を行うものとする。 

 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 記載の適正化 
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－１ 緊急時通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－１ 緊急時通報連絡系統図 

 

➢ 記載の適正化 
（R3農林水産
省組織変更の
反映） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

官邸（内閣官房）

原子力規制委員会

原子力規制庁

緊急事案対策室

原子力防災

専門官等

内閣府

(政策統括官

(防災担当)付

参事官室(災害

緊急事態対処))

警察庁

警備局警備課

防衛省

防衛政策局

運用政策課

文部科学省

厚生労働省

大臣官房

厚生科学課

農林水産省

大臣官房文書課

総合災害対策室

海上保安庁

警備救難部

環境防災課

気象庁

総務部企画課

消防庁

特殊災害室

県

（知事）

環境放射線

監視センター

関係市町

（市、町長）

所在市町

関係周辺市町

宮城県警察本部

第二管区

海上保安本部

県内各市町村

(市町村長)

東北電力株式会社

女川原子力発電所

(原子力防災管理者)

本店

石巻警察署

佐沼警察署

登米警察署

河北警察署

遠田警察署

南三陸警察署

陸上自衛隊

東北方面総監部

第6師団司令部

海上自衛隊

横須賀地方総監部

航空自衛隊

第4航空団司令部

関係指定地方公共機関

宮城海上保安部

石巻地区広域行政

事務組合消防本部

登米市消防本部
大崎地域広域行政

事務組合消防本部

気仙沼・本吉地域

広域行政事務組合消防本部

その他防災関係機関
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.
頁 

現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

55 ４ 応急対策活動情報の連絡 

 

（１） （略） 

 

（２）全面緊急事態における連絡等(原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動、

災害情報等) 

  ① 原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合、直ち

に指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされ

ている。県の現地災害対策本部は、国の原子力災害現地対策本部、指定公

共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る市町村の災害対策本部、指定地

方公共機関、原子力事業者その他防災関係機関とともに、原則として対策

拠点施設等において、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情報の把

握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班

にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有す

るとともに、県の現地災害対策本部等が行う緊急事態応急対策について必

要な調整を行うものとする。 

 

② 県は、対策拠点施設等に派遣した職員に対し、県が行う緊急事態応急対

策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

 

 

③ 原子力防災専門官は、対策拠点施設等において、必要な情報の収集・整

理を行うとともに、県及び関係市町をはじめ原子力事業者、防災関係機関

等の間の連絡・調整等を引き続き行うこととされている。 

 

５ （略） 

 

４ 応急対策活動情報の連絡 

 

（１） （略） 

 

（２）全面緊急事態における連絡等(原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動、

災害情報等) 

  ① 原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合、直ち

に指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされ

ている。県の現地災害対策本部は、国の原子力災害現地対策本部、指定公

共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る市町村の災害対策本部、指定地

方公共機関、原子力事業者その他防災関係機関とともに、原則としてオフ

サイトセンター等において、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情

報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う

機能班にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を

共有するとともに、県の現地災害対策本部等が行う緊急事態応急対策につ

いて必要な調整を行うものとする。 

 

② 県は、オフサイトセンター等に派遣した職員に対し、県が行う緊急事態

応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとす

る。 

 

③ 原子力防災専門官は、オフサイトセンター等において、必要な情報の収

集・整理を行うとともに、県及び関係市町をはじめ原子力事業者、防災関

係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行うこととされている。 

 

５ （略） 

 

 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
等との整合） 

56 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力災害警戒体制 

１ 県の警戒体制 

 

  県は、原子力事業者から事故故障等発生の通報を受けた場合又は警戒事象等

を検知した場合は、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡体制の確立等

必要な体制をとるとともに、国、関係市町及び原子力事業者等関係機関と緊密

な連携を図りつつ、原子力災害警戒体制をとるものとする。 

第３節 原子力災害警戒体制 

１ 県の警戒体制 

 

  県は、原子力事業者から事故故障等発生の通報を受けた場合又は警戒事象等

を検知した場合は、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡体制の確立等

必要な体制をとるとともに、国、関係市町及び原子力事業者等関係機関と緊密

な連携を図りつつ、原子力災害警戒体制をとるものとする。 
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現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

59 

 

（１）緊急事態区分等の各段階における体制 

  ① （略） 

  ② 警戒事態（Alert）等発生時 

    （略） 

 

表３－３－１ 県の原子力災害警戒本部の組織及び分掌事務 

（略） 

部 局 長 関係部（局）長 本部長の名を受け、所掌事務を統括する。 

支 部 長 地方振興事務所長 本部長の名を受け、地方支部の事務を総括する。 

（略） 

➢ （略） 

（２）自然災害による配備基準との関係 

県は、防災基本計画に定める情報収集事態（原子力事業所所在市町で震度

５弱又は５強の地震が発生した場合）において、情報収集その他必要な対応

を実施する。なお、以下の場合は、特別警戒本部体制のもとで対応すること

とする。 

   （略） 

 

（３）から（５） （略） 

 

 

（１）緊急事態区分等の各段階における体制 

  ① （略） 

  ② 警戒事態（Alert）等発生時 

    （略） 

 

表３－３－１ 県の原子力災害警戒本部の組織及び分掌事務 

（略） 

部 局 長 関係部（局）長 本部長の命を受け、所掌事務を統括する。 

支 部 長 地方振興事務所長 本部長の命を受け、地方支部の事務を総括する。 

（略） 

➢ （略） 

（２）自然災害による配備基準との関係 

県は、防災基本計画に定める情報収集事態（原子力事業所所在市町におい

て、震度５弱又は５強の地震が発生した場合）において、情報収集その他必

要な対応を実施する。なお、以下の場合は、特別警戒本部体制のもとで対応

することとする。 

   （略） 

 

（３）から（５） （略） 

 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 記載の適正化

（防災基本計
画の修正〔原
子力災害対策
編〕との整合） 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 

１ 県の緊急事態応急対策活動体制 

（１）災害対策本部の設置基準及び体制 

  ①から④ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 

１ 県の緊急事態応急対策活動体制 

（１）災害対策本部の設置基準及び体制 

  ①から④ （略） 
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63 図３－４－１ 県の災害対策本部体制組織及び分掌事務（主要なもの） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－４－１ 県の災害対策本部事務局の組織及び分掌事務 

（略） 

副事務局長 復興・危機管理部副部長 
事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、

その職務を代理する。 

（略） 
 

図３－４－１ 県の災害対策本部体制組織及び分掌事務（主要なもの） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－４－１ 県の災害対策本部事務局の組織及び分掌事務 

（略） 

副事務局長 復興・危機管理部副部長 
事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

（略） 

 

 

➢ 県組織改編に
伴う修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 記載の適正化

（宮城県災害
対策本部要綱
等との整合） 

水産林業政策班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

(水産林業政策室長) 2 水産物・林産物の風評被害対策に関すること。

水産林政部 水産業振興班

部長：水産林政部長 (水産業振興課長)

副部長：水産林政部副部長 水産業基盤整備班 1 漁港の被害状況、使用の調整に関すること。

（水産業基盤整備課長）

地域林業振興班 1 林産物の供給（出荷制限）対策に関すること。

（林業振興課長）

防災砂防班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

(防災砂防課長)

土木部 道路班 1 道路交通の確保に関すること。

部長：土木部長 (道路課長)

副部長：土木部副部長 港湾班 1 港湾、漁港の被害状況、使用の調整に関すること。

（港湾課長）

出納部 総務班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

部長：出納局長 (会計課長)

副部長：出納局副局長

企業部 公営事業班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

部長：企業局長 (公営事業課長)

副部長：企業局副局長

教育部 総務班 1 文教対策及び教育施設との連絡に関すること。

部長：教育長 (総務課長)

副部長：副教育長

警察班 警備班 1

部長：県警本部長 (警備課長)

副部長：警備部長 2 住民等に対する広報及び退避等の誘導に関すること。

3 立入り等の制限措置及び解除に関すること。

1 宮城県災害対策本部組織図、宮城県災害対策本部の各部及

び班の分掌事務及び宮城県災害対策本部要綱によるもの。その他関係各部局連絡員、関係部課所配備職員

防護対策を講ずべき区域及びその周辺地域の警備並びに交

通規制に関すること。

1 水産物及び食料(水産加工品)の供給(出荷制限)対策に関する

こと。

水産林業政策班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

(水産林業政策室長) 2 水産物・林産物の風評被害対策に関すること。

水産林政部 水産業振興班

部長：水産林政部長 (水産業振興課長)

副部長：水産林政部副部長 水産業基盤整備班 1 漁港の被害状況、使用の調整に関すること。

（水産業基盤整備課長）

地域林業振興班 1 林産物の供給（出荷制限）対策に関すること。

（林業振興課長）

防災砂防班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

(防災砂防課長)

土木部 道路班 1 道路交通の確保に関すること。

部長：土木部長 (道路課長)

副部長：土木部副部長 港湾班 1 港湾、漁港の被害状況、使用の調整に関すること。

（港湾課長）

都市環境班 1 給水対策に関すること。

（都市環境課長）

出納部 出納総務班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

部長：出納局長 (出納総務課長)

副部長：出納局副局長

企業部 公営事業班 1 部内の総括及び連絡調整に関すること。

部長：企業局長 (公営事業課長)

副部長：企業局副局長

教育部 総務班 1 文教対策及び教育施設との連絡に関すること。

部長：教育長 (総務課長)

副部長：副教育長

警察班 警備班 1

部長：県警本部長 (警備課長)

副部長：警備部長 2 住民等に対する広報及び退避等の誘導に関すること。

3
立入り等の制限措置及び解除に関すること。

宮城県災害対策本部組織図、宮城県災害対策本部の各部及

び班の分掌事務及び宮城県災害対策本部要綱によるもの。
その他関係各部局連絡員、関係部課所配備職員

1

防護対策を講ずべき区域及びその周辺地域の警備並びに交

通規制に関すること。

1 水産物及び食料(水産加工品)の供給(出荷制限)対策に関する

こと。
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現 行（令和６年１１月） 修 正 後 備 考 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

（２）現地災害対策本部 

   （略） 

  ①から② （略） 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４－２ 県の現地本部の組織 

 

③防災関係機関の連絡員の派遣 

本部長は、現地本部を設置した場合、直ちに関係市町長、原子力事業者、陸

上自衛隊東北方面総監、宮城海上保安部長、石巻地区広域行政事務組合消防長

その他防災関係機関の長に対し、現地本部に駐在する連絡員の派遣を要請し、

災害応急対策活動の円滑な実施を図るものとする。 

（２）現地災害対策本部 

   （略） 

  ①から② （略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４－２ 県の現地本部の組織 

   

③防災関係機関の連絡員の派遣 

本部長は、現地本部を設置した場合、直ちに関係市町長、原子力事業者、陸

上自衛隊東北方面総監、第二管区海上保安本部長、石巻地区広域行政事務組

合消防長その他防災関係機関の長に対し、現地本部に駐在する連絡員の派遣

を要請し、災害応急対策活動の円滑な実施を図るものとする。 

 
 
 
 
 

 

➢ 原子力施設事
故対応マニュ
ア ル の 改 訂
（海上保安庁
連絡体制の見
直し） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 海上保安庁連
絡体制の見直
し 

 

リーダー： 東部保健福祉事務所 所員

チーム員： 東部地方振興事務所 所員

東部地方振興事務所登米地域事務所 所員

北部地方振興事務所 所員

気仙沼地方振興事務所 所員

リーダー： 環境放射線監視センター 所長

チーム員： 環境放射線監視センター 所員

保健環境センター 所員

水産技術総合センター 所員

北部土木事務所 所員

東部土木事務所登米地域事務所 所員

東部土木事務所 所員

気仙沼土木事務所 所員

国派遣の緊急時モニタリング要員

その他派遣要員

※　緊急時モニタリング要員に準ずる

リーダー： 薬務課 課員

チーム員： 医療政策課 課員

東部保健福祉事務所 所員

国派遣の緊急時医療要員

医療機関要員

その他派遣要員

リーダー： 県警察本部警備部警備課 災害対策室長

チーム員： 県警察本部警備部警備課 課長補佐

県警察本部員

事務局長： 原子力安全対策課 原子力防災対策担当課長

事務局次長： 原子力安全対策課 原子力防災対策班長

事務局員： 防災推進課 課員

医療チーム

警察チーム

事務局

登米市消防本部職員

大崎地域広域行政事務組合消防本部職員

モニタリングチーム　※ 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部職員

東北電力株式会社社員

その他本部長が必要と認める機関の職員

石巻地区広域行政事務組合消防本部職員

本部長

知事

現地本部長 現地副本部長

副知事(担当）
復興・危機管理部副部長兼

東部地方振興事務所副所長兼総務部長

住民安全チーム 防災関係機関派遣連絡員

関係市町職員

陸上自衛隊員

海上保安部職員

リーダー： 東部保健福祉事務所 所員

チーム員： 東部地方振興事務所 所員

東部地方振興事務所登米地域事務所 所員

北部地方振興事務所 所員

気仙沼地方振興事務所 所員

リーダー： 環境放射線監視センター 所長

チーム員： 環境放射線監視センター 所員

保健環境センター 所員

水産技術総合センター 所員

北部土木事務所 所員

東部土木事務所登米地域事務所 所員

東部土木事務所 所員

気仙沼土木事務所 所員

国派遣の緊急時モニタリング要員

その他派遣要員

※　緊急時モニタリング要員に準ずる

リーダー： 薬務課 課員

チーム員： 医療政策課 課員

東部保健福祉事務所 所員

国派遣の緊急時医療要員

医療機関要員

その他派遣要員

リーダー： 県警察本部警備部警備課 災害対策室長

チーム員： 県警察本部警備部警備課 課長補佐

県警察本部員

事務局長： 原子力安全対策課 原子力防災対策専門監

事務局次長： 原子力安全対策課 原子力防災対策班長

事務局員： 防災推進課 課員

その他本部長が必要と認める機関の職員

現地本部長

本部長

知事

副知事(担当）

登米市消防本部職員

大崎地域広域行政事務組合消防本部職員

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部職員

東北電力株式会社社員

防災関係機関派遣連絡員

関係市町職員

陸上自衛隊員

海上保安庁職員

石巻地区広域行政事務組合消防本部職員

事務局

現地副本部長

復興・危機管理部副部長兼

東部地方振興事務所副所長兼総務部長

住民安全チーム

モニタリングチーム　※

医療チーム

警察チーム
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  ④ 現地本部の設置場所 

現地本部は、原則として対策拠点施設に設置するものとする。 

 

（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

県は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設等において開催し、これに

県の職員の派遣要請があった場合には、あらかじめ定められた職員を対策拠点

施設等に派遣するものとする。 

 

（４）国等との情報の共有等 

県は、対策拠点施設等に派遣された県の職員に対し、県が行う災害対策の状

況、緊急事態応急対策の状況等について随時連絡するなど当該職員を通じて国

の現地事故対策連絡会議などにおいて国等との連絡・調整、情報の共有を行う

ものとする。 

 

（５）対策拠点施設等での協力 

現地本部は、原子力緊急事態宣言発出により、対策拠点施設等において組織

される原子力災害合同対策協議会全体会議等に係る準備に協力するものとす

る。 

  ④ 現地本部の設置場所 

現地本部は、原則としてオフサイトセンターに設置するものとする。 

 

（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

県は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開催し、

これに県の職員の派遣要請があった場合には、あらかじめ定められた職員をオ

フサイトセンター等に派遣するものとする。 

 

（４）国等との情報の共有等 

県は、オフサイトセンター等に派遣された県の職員に対し、県が行う災害対

策の状況、緊急事態応急対策の状況等について随時連絡するなど当該職員を通

じて国の現地事故対策連絡会議などにおいて国等との連絡・調整、情報の共有

を行うものとする。 

 

（５）オフサイトセンター等での協力 

現地本部は、原子力緊急事態宣言発出により、オフサイトセンター等におい

て組織される原子力災害合同対策協議会全体会議等に係る準備に協力するもの

とする。 

 

 
➢ 防災基本計画

の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 

２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

 

本部長は、原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設等において原子力災

害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、現地本部長をこれに出席さ

せ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調

整を行うものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は表３－４－４のとおりである。 

また、県は、あらかじめ定められた職員を対策拠点施設等に派遣し、初動の緊

急避難に係る周辺区域での活動体制を確立するとともに、原子力発電所の状況の

把握、モニタリング情報の把握、住民等避難・屋内退避状況の把握、医療関係情

報の把握等の活動に従事させるものとする。 

 

３から７ （略） 

（６） （略） 

 

２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

 

本部長は、原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンター等において原

子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、現地本部長をこれに

出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向

けた調整を行うものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は表３－４－４のとおりである。 

また、県は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンター等に派遣し、初

動の緊急避難に係る周辺区域での活動体制を確立するとともに、原子力発電所の

状況の把握、モニタリング情報の把握、住民等避難・屋内退避状況の把握、医療

関係情報の把握等の活動に従事させるものとする。 

 

３から７ （略） 

 
 
 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 
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68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

８ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

 

  国の原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援

のため、内閣府特命大臣（原子力防災）及び原子力利用省庁の担当大臣を長とす

る原子力被災者生活支援チーム（以下「被災者支援チーム」という。）を設置す

ることとされている。 

また、被災者支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府県の庁舎等

へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要な要員を派

遣し、住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等との連絡・ 

調整を行うこととされている。 

県は、国が設置する被災者支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康

管理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の

下汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。 

 

９ 防災業務関係者の安全確保 

 

本部長は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図るものと

する。 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）防災業務関係者の放射線防護 

 

  ①から⑦ （略） 

 

  ⑧ 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員等の安全確保のため、

対策拠点施設等において、国、関係市町長及び原子力事業者と相互に密接な

情報交換を行うものとする。 

 

  ⑨ （略） 

 

 

８ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

 

  国の原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援

のため、内閣府特命大臣（原子力防災）及び原子力利用省庁の担当大臣を長とす

る原子力被災者生活支援チーム（以下「被災者支援チーム」という。）を設置す

ることとされている。 

また、被災者支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府県の庁舎等

へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要な要員を派

遣し、住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等との連絡・ 

調整を行うこととされている。 

県は、国が設置する被災者支援チームと連携し、子供等をはじめとする健康管

理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下

汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。 

 

９ 防災業務関係者の安全確保 

 

本部長は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図るものと

する。 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）防災業務関係者の放射線防護 

 

  ①から⑦ （略） 

 

  ⑧ 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員等の安全確保のため、

オフサイトセンター等において、国、関係市町長及び原子力事業者と相互に

密接な情報交換を行うものとする。 

 

  ⑨ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ 記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 防災基本計画
の修正（原子
力災害対策編
との整合） 

 

 

第５節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地

第５節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地
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70 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

の住民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確か

つ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、住民

等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、県は適切な対応を行

える体制を整備する。なお、情報伝達手段については、従来の方法に加えて、ス

マートフォン向けアプリケーション等のデジタル技術の活用も推進するものとす

る。 

 

１ 住民等への情報伝達活動 

 

（１）から（６） （略） 

 

（７）周辺海域への情報伝達等の要請 

知事（本部長）は、放射性物質の大量放出による影響が海上の船舶に及

び、又は及ぶおそれがある場合には、宮城海上保安部長に対しその旨を通報

するとともに、周辺海域の船舶に対する情報の提供及び必要な指示の伝達を

要請するものとする。 

また、漁業無線局に緊急通信の実施を要請し、周辺海域の漁船に対して情

報の提供を行うものとする。 

 

（８）から（11） （略） 

 

２から３ （略） 

 

４ 宮城海上保安部の行う広報及び指示伝達 

宮城海上保安部長は、知事（本部長）から               

１－（７）による通報及び要請があった場合は、船舶無線、巡視船等により周

辺海域の漁船等の船舶に対し必要な情報を提供するとともに、安全な海域への

避難等を指示するものとする。 

 

５ その他防災関係機関の行う広報 

防災関係機関が所管業務に係る対策のために行う広報のうち、情報の混乱防

止上必要なものについては、原子力災害合同対策協議会と連絡調整の上行うも

のとする。 

 

の住民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確か

つ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、住民

等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、県は適切な対応を行

える体制を整備する。なお、情報伝達手段については、従来の方法に加えて、ス

マートフォン向けアプリケーション等のデジタル技術の活用も推進するものとす

る。 

 

１ 住民等への情報伝達活動 

 

（１）から（６） （略） 

 

（７）周辺海域への情報伝達等の要請 

知事（本部長）は、放射性物質の大量放出による影響が海上の船舶に及

び、又は及ぶおそれがある場合には、第二管区海上保安本部長に対しその旨

を通報するとともに、周辺海域の船舶に対する情報の提供及び必要な指示の

伝達を要請するものとする。 

また、漁業無線局に緊急通信の実施を要請し、周辺海域の漁船に対して情

報の提供を行うものとする。 

 

（８）から（11） （略） 

 

２から３ （略） 

 

４ 宮城海上保安部の行う広報及び指示伝達 

宮城海上保安部長は、知事（本部長）から第二管区海上保安本部長を介し、

１－（７）による通報及び要請があった場合は、船舶無線、巡視船等により周

辺海域の漁船等の船舶に対し必要な情報を提供するとともに、安全な海域への

避難等を指示するものとする。 

 

５ その他防災関係機関の行う広報 

防災関係機関が所管業務に係る対策のために行う広報のうち、情報の混乱防

止上必要なものについては、原子力災害合同対策協議会と連絡調整の上行うも

のとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 海上保安庁連

絡体制の見直
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 海上保安庁連

絡体制の見直
し 
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図３－５－１ 住民に対する広報及び指示伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５－１ 住民に対する広報及び指示伝達系統図 

 

➢ 海上保安庁連
絡体制の見直
し及び記載の
適正化 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

第 6節 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

 

１ 初期対応段階の緊急時モニタリングの実施 

 

（１） （略） 

 

（２）施設敷地緊急事態における対応 

県は、施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場合、現地災害対

策本部のモニタリングチームを設置するとともに、国による緊急時モニタリン

グセンター（EMC：Emergency Monitoring Center）の立ち上げに協力する。 

   関係機関の緊急時モニタリングの実施は緊急時モニタリングセンターが統

第 6節 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

 

１ 初期対応段階の緊急時モニタリングの実施 

 

（１） （略） 

 

（２）施設敷地緊急事態における対応 

県は、施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場合、現地災害対

策本部のモニタリングチームを設置するとともに、国による緊急時モニタリン

グセンター（EMC：Emergency Monitoring Center）の立ち上げに協力する。 

   関係機関の緊急時モニタリングの実施は緊急時モニタリングセンターが統

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指示伝達・通報

通報・要請

指示伝達・通報 指示伝達 要請

情報発表 通報

要請

要請・

情報発表

指示伝達・通報 要請・情報発表

通報

情報提供・

指示伝達

情報・指示伝達 情報提供

報道

情報提供・

指示伝達　

※　この図において、緊急事態応急対策実施区域又は第７節第２項に係る防護対策地区を指す。
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県内市町村

漁業無線局
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海上

保安本部

船舶

報道機関

対策地区※住民

警戒地区住民

副知事

（宮城県現地災害対策本部長）

関係市町長等

（関係市町災害対策本部長等）

知事

（宮城県災害対策本部長）

（防災行政無線、有線放送、

エリアメール、広報車等）

宮城県災害対策本部支部等

宮城海上保安部

原子力災害対策本部

原子力災害現地対策本部

国

警察署 消防本部
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77 

括することとなっており、緊急時モニタリングセンターが設置された場合、現

地災害対策本部のモニタリングチームは緊急時モニタリングセンターの統括

の下で緊急時モニタリングを実施することとする。 

緊急時モニタリングセンターは、設置後直ちに緊急時モニタリングを開始

し、モニタリング結果をとりまとめ、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合

同対策本部に連絡する。この際、センター長が不在の間は、上席放射線防災専

門官を優先に、上席放射線防災専門官又は現地災害対策本部のモニタリングチ

ームリーダーが代行する体制とする。 

 

２から３ （略） 

 

４ 関係機関等への協力要請 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）不測の事態における協力要請等 

 ①緊急時モニタリングセンター長は、不測の事態が発生し、国の原子力災害対策

本部に対して行うモニタリング要員の動員要請ができない場合は、関係市町長、

東北方面総監、宮城海上保安部長等に対し、それぞれ陸上、空中及び海上の緊急

時モニタリングに対する協力について、現地事故対策連絡会議及び原子力災害合

同対策協議会等の場を通じて要請するものとする。 

 

５ モニタリングに係る県の組織及び業務 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）モニタリングの実施内容 

 

 

 

 

 

 

表３－６－１ モニタリングチームの業務 

括することとなっており、緊急時モニタリングセンターが設置された場合、現

地災害対策本部のモニタリングチームは緊急時モニタリングセンターの統括

の下で緊急時モニタリングを実施することとする。 

緊急時モニタリングセンターは、設置後直ちに緊急時モニタリングを開始

し、モニタリング結果をとりまとめ、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合

同対策本部に連絡する。この際、センター長が不在の間は、上席放射線防災専

門官を優先に、上席放射線防災専門官又は現地災害対策本部のモニタリングチ

ームリーダーが代行する体制とする。 

 

２から３ （略） 

 

４ 関係機関等への協力要請 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）不測の事態における協力要請等 

 ①緊急時モニタリングセンター長は、不測の事態が発生し、国の原子力災害対策

本部に対して行うモニタリング要員の動員要請ができない場合は、関係市町長、

東北方面総監、第二管区海上保安本部長等に対し、それぞれ陸上、空中及び海上

の緊急時モニタリングに対する協力について、現地事故対策連絡会議及び原子力

災害合同対策協議会等の場を通じて要請するものとする。 

 

５ モニタリングに係る県の組織及び業務 

 

（１）から（２） （略） 

 

（３）モニタリングの実施内容 

 

 

 

 

 

 

表３－６－１ モニタリングチームの業務 

 
 
 
 
 
 

 

➢ 記載の適正化
（宮城県緊急
時モニタリン
グ計画等との
整合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 海上保安庁連
絡体制の見直
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 記載の適正化 
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職位及び担当 概   要 

（略） （略） 

測定採取担当 

1 作業場所及び測定器の汚染防止のための養生 

2 測定採取担当からの試料受領及び前処理 

3 試料中の放射能濃度測定及び測定結果の報告 

4 分析進捗状況の報告 

5 分析試料の保管 

6 大気モニタ及びヨウ素サンプラの遠隔操作 

分析担当 

1 可搬型モニタリングポストの設置 

2 モニタリングカー及びサーベイメータによる空間放射

線量率の測定及び結果等の報告 

3 飲料水及び土壌等環境試料の採取及び分析担当への引

渡し 

4 屋外で活動する要員の被ばく管理 

5 大気モニタのろ紙及びヨウ素サンプラの吸着材の回収・

設置 
 

職位及び担当 概   要 

（略） （略） 

測定採取担当 

1 可搬型モニタリングポストの設置 

2 モニタリングカー及びサーベイメータによる空間放射

線量率の測定及び結果等の報告 

3 飲料水及び土壌等環境試料の採取及び分析担当への引

渡し 

4 屋外で活動する要員の被ばく管理 

5 大気モニタのろ紙及びヨウ素サンプラの吸着材の回収・

設置 

分析担当 

1 作業場所及び測定器の汚染防止のための養生 

2 測定採取担当からの試料受領及び前処理 

3 試料中の放射能濃度測定及び測定結果の報告 

4 分析進捗状況の報告 

5 分析試料の保管 

6 大気モニタ及びヨウ素サンプラの遠隔操作 
 

（宮城県緊急
時モニタリン
グ実施要領と
の整合） 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 屋内退避、避難の受入れ等の防護活動 

 

１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

 

（１）屋内退避、避難の指示等の連絡、確認等 

 

  ①から② （略） 

 

③ 全面緊急事態が発生し、内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言の発出

及びＰＡＺ内の避難指示が出された場合は、ＰＡＺ内の予防的防護措置

（避難）を行うこととし、県はＰＡＺを含む市町に対し、住民等に対する

避難のための立退きの指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施

するとともに、住民避難の支援が必要な場合にはＰＡＺを含む市町と連携

し国に要請するものとする。なお、災害の状況に応じて屋内退避や段階的

避難の対応を行うこととする。 

また、県は、国の指示又は自らの判断により原則としてＵＰＺ内におけ

 

第７節 屋内退避、避難の受入れ等の防護活動 

 

１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

 

（１）屋内退避、避難の指示等の連絡、確認等 

 

  ①から② （略） 

 

③ 全面緊急事態が発生し、内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言の発出

及びＰＡＺ内の避難指示が出された場合は、ＰＡＺ内の予防的防護措置

（避難）を行うこととし、県はＰＡＺを含む市町に対し、住民等に対する

避難のための立退きの指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施

するとともに、住民避難の支援が必要な場合にはＰＡＺを含む市町と連携

し国に要請するものとする。なお、災害の状況に応じて屋内退避や段階的

避難の対応を行うこととする。 

また、県は、国の指示又は自らの判断により原則としてＵＰＺ内におけ
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79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

る予防的防護措置（屋内退避）を行うこととし、関係市町にその旨を伝達す

るとともに、ＵＰＺ外の市町村に対して、必要に応じて予防的防護措置（屋

内退避）を行う可能性のある旨について注意喚起を行うものとする。 

県は、全面緊急事態における防護措置を実施するに当たり、国における

示内容の判断のため、次の事項について、事前の状況把握等を行い、国と

共有するとともに、指示後においても、防護措置の実施状況等の共有を図

るなど、県は国とそれぞれ実施する対策について相互に協力するものとす

る。 

 ＰＡＺ内の避難者の数及び避難の方針   

 ＵＰＺ内の屋内退避の対象者の数と屋内退避の方針   

 避難ルート、避難先の概要 

 移動手段の確保見込み   

 その他必要な事項 

 

    ④から⑨ （略） 

 

（２）指定避難所等 

 

  ① 県は、避難対象区域を含む市町村に対し、地域的な特性や過去の教訓、

想定される災害、感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等

を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために

必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場

所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、住民等に対する周知徹

底することについて支援するものとする。また、災害時に指定避難所の開

設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケー

ション等の多様な手段の整備についても支援するものとする。 

    なお、県は避難先自治体等からの情報を集約し、避難先の調整を行うも

のとする。 

   

  ②から⑤ （略） 

 

  ⑥ 県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、指定避難所等における生活

環境が、常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、避難所

開設当初からパーティションや段ボールベット等の簡易ベットを設置する

る予防的防護措置（屋内退避）を行うこととし、関係市町にその旨を伝達す

るとともに、ＵＰＺ外の市町村に対して、必要に応じて予防的防護措置（屋

内退避）を行う可能性のある旨について注意喚起を行うものとする。 

県は、全面緊急事態における防護措置を実施するに当たり、国における

示内容の判断のため、次の事項について、事前の状況把握等を行い、国と

共有するとともに、指示後においても、防護措置の実施状況等の共有を図

るなど、県は国とそれぞれ実施する対策について相互に協力するものとす

る。 

 ＰＡＺ内の避難者の数及び避難の方針   

 ＵＰＺ内の屋内退避の対象者の数と屋内退避の方針   

 避難ルート、避難先の概要 

 移動手段の確保見込み   

 その他必要な事項 

 

    ④から⑨ （略） 

 

（２）指定避難所等 

 

  ① 県は、避難対象区域を含む市町村に対し、地域的な特性や過去の教訓、

想定される災害、感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等

を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために

必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の場

所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、住民等に対する周知徹

底することについて支援するものとする。また、災害時に指定避難所の開

設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケー

ション等の多様な手段の整備についても支援するものとする。 

    なお、県は避難先自治体等からの情報を集約し、避難先の調整を行うも

のとする。 

   

  ②から⑤ （略） 

 

  ⑥ 県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、指定避難所等における生活

環境が、常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、避難所

開設当初からプライバシー確保のためのパーティションや段ボールベッド

 
 
➢ 原子力災害対

策指針の改正
に伴い、86 頁
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画
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81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

よう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努

め、必要な対策を講ずるものとする。また、避難の長期化等必要に応じ

て、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等

の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・

寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ処理の状況

など、避難者の健康状態や指定避難所等の衛生状態の把握に努め、栄養バ

ランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確

保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

 

 

 

  ⑦から⑨ （略） 

 

⑩ 県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、指定避難所等の設置・運営

における女性      の参画を推進するとともに、男女及び性的マイ

ノリティ（LGBT 等）などの多様な性のニーズの違いや多様な生活者の視

点等に配慮するものとする。特に、授乳室や女性及び性的マイノリティに

配慮した物干し場、更衣室の設置や女性生理用品・女性用下着の女性によ

る配布、男女ペア（女性２名以上）による巡回警備や防犯ブザーの配布等

による指定避難所等における安全性の確保、キッズスペースや学習スペー

スの設置など、女性や子育て家庭、こども・若者など多様な生活者のニー

ズに配慮した運営管理に努めるものとする。 

 

 

⑫から⑮ （略） 

 

（３）から（４） （略） 

 

（５）避難又は一時移転の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実 

   施 

県は、原子力事業者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関等の支

援の下、ＯＩＬに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民

等の簡易ベッドを設置することよう努めるとともに、栄養バランスのとれ

た適温の食事供与の状況を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給

食施設等の場所、調理器具や食料を確保することに努めるとともに、快適

なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等

の把握に努め、必要な対策を講ずるものとする。また、避難の長期化等必

要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻

度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ

処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所等の衛生状態の把握に努

め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要とな

る水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

  ⑦から⑨ （略） 

 

  ⑩ 県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、指定避難所等の設置・運営

における女性や子育て家庭の参画を推進するとともに、男女及び性的マイ

ノリティ（LGBT 等）などの多様な性のニーズの違いや多様な生活者の視

点等への配慮や子供・若者の居場所の確保に努めるものとする。特に、授

乳室や女性及び性的マイノリティに配慮した物干し場、更衣室の設置や女

性生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペア（女性２名以上）に

よる巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所等における安全性の

確保、キッズスペースや学習スペースの設置など、女性や子育て家庭、子

供・若者など多様な生活者のニーズに配慮した運営管理に努めるものとす

る。 

 

  ⑫から⑮ （略） 

 

（３）から（４） （略） 

 

（５）避難又は一時移転の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実 

   施 

県は、原子力事業者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関等の支

援の下、ＯＩＬに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 
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83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

等（ただし、放射性物質が放出される前に予防的に避難した住民等を除く。）

を対象に、避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

感染症の流行下においては、避難退域時検査等場所における感染拡大を防

ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの

着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めて感染対策を実施

するものとする。 

 

（６） （略） 

 

（７）安定ヨウ素剤の服用 

 

① （略） 

   

  ② 緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示 

緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原

則として、原子力規制委員会がその必要性を判断し、安定ヨウ素剤の服用

指示について、国の原子力災害対策本部又は地方公共団体から出されるこ

ととされている。 

県及び関係市町等は、原子力災害対策本部の指示又は自らの判断によ

り、住民等に対し、原則として医師及び薬剤師並びに訓練を受けた医療関

係者及び地方公共団体職員の関与の下で安定ヨウ素剤を配布するととも

に、服用を指示するものとする。 

 

原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル（資料３－10－１） 

 

（８）から（11） （略） 

 

（12）飲食物、生活必需品等の供給 

  ① 県及び市町村は、関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食

料、飲料水、マスク、消毒液、燃料、毛布等の生活必需品等を効率的に調達・

確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとする。なお、被災地で必要

とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必

要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季

等（ただし、放射性物質が放出される前に予防的に避難した住民等を除く。）

を対象に、避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

感染症の流行下においては、避難退域時検査等場所における感染拡大を防

ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの

着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めて感染対策を実施

するものとする。 

 

（６） （略） 

 

（７）安定ヨウ素剤の服用 

 

① （略） 

   

  ② 緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示 

緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原

則として、原子力規制委員会がその必要性を判断し、安定ヨウ素剤の服用

指示について、国の原子力災害対策本部又は地方公共団体から出されるこ

ととされている。 

県及び関係市町等は、原子力災害対策本部の指示又は自らの判断によ

り、住民等に対し、原則として医師及び薬剤師並びに訓練を受けた医療関

係者及び地方公共団体職員の関与の下で安定ヨウ素剤を配布するととも

に、服用を指示するものとする。 

 

原子力災害医療対応マニュアル（資料３－10－１） 

 

（８）から（11） （略） 

 

（12）飲食物、生活必需品等の供給 

  ① 県及び市町村は、関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な

食料、飲料水、マスク、消毒液、燃料、毛布等の生活必需品等を効率的に

調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとする。なお、被災

地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時

宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、避難所における感染症

拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には

 

 

➢ 記述の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ 原子力災害医
療対応マニュ
アルの改訂 
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には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配

慮者のニーズや、女性や子育て家庭、こども・若者の避難生活等に配慮する

ものとする。 

 

  ②から⑦ （略） 

 

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮す

るとともに、要配慮者のニーズや、女性や子育て家庭、子供・若者の避難

生活等に配慮するものとする。 

 

  ②から⑦ （略） 

 

 
 
➢ 防災基本計画

の修正（各災
害に共通する
対策編との整
合） 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自らの判断による措置 

県は、国からの指示等がされていない段階において、必要に応じて以下の対応を

講ずることとする。なお、国からの指示があった場合においても、以下の対応のう

ち必要な項目について準じた措置を講ずることとする。この場合、原子力緊急事態

宣言が発出された後においては、本項において「防護対策地区」を「緊急事態応急

対策実施区域」と読み替えるものとする。 

 

（１）防護対策地区の決定 

県は、不測の事態等が発生し、国の指示等がない段階で独自の判断により避

難や屋内退避等の防護措置を判断する必要がある場合は、住民等に対する防護

対策地区の検討にあたり、必要に応じて専門家等の助言や国（指定地方行政機

関等）の助言を得て、気象状況、放射性物質の放出状況、緊急時モニタリング

の結果等を勘案し、緊急時モニタリング地点と防護措置単位図（資料３－７－

１）等を参考とし、防災対策に係る行政区画等の単位を踏まえ、防護対策地区

の選定を行うとともに、必要に応じて関係市町に防護措置を指示するものとす

る。また、宮城海上保安部長に対しては、船舶の安全海域への避難措置につい

て要請するものとする。 

 

（２） （略） 

 

（３）防護措置に係る指示伝達等 

 Ⅰ （略） 

 Ⅱ 避難に係る指示伝達等 

  ① （略） 

  ② 県は、①の指示をしたときは、宮城海上保安部長、石巻地区広域行政事務

組合消防長、公共輸送機関の長、東北方面総監その他の防災関係機関の長に

対し、協力を要請するものとする。 

  ③から④ （略） 

２ 自らの判断による措置 

県は、国からの指示等がされていない段階において、必要に応じて以下の対応を

講ずることとする。なお、国からの指示があった場合においても、以下の対応のう

ち必要な項目について準じた措置を講ずることとする。この場合、原子力緊急事態

宣言が発出された後においては、本項において「防護対策地区」を「緊急事態応急

対策実施区域」と読み替えるものとする。 

 

（１）防護対策地区の決定 

県は、不測の事態等が発生し、国の指示等がない段階で独自の判断により避

難や屋内退避等の防護措置を判断する必要がある場合は、住民等に対する防護

対策地区の検討にあたり、必要に応じて専門家等の助言や国（指定地方行政機

関等）の助言を得て、気象状況、放射性物質の放出状況、緊急時モニタリング

の結果等を勘案し、緊急時モニタリング地点と防護措置単位図（資料３－７－

１）等を参考とし、防災対策に係る行政区画等の単位を踏まえ、防護対策地区

の選定を行うとともに、必要に応じて関係市町に防護措置を指示するものとす

る。また、第二管区海上保安本部長に対しては、船舶の安全海域への避難措置

について要請するものとする。 

 

（２） （略） 

 

（３）防護措置に係る指示伝達等 

 Ⅰ （略） 

 Ⅱ 避難に係る指示伝達等 

  ① （略） 

  ② 県は、①の指示をしたときは、第二管区海上保安本部長、石巻地区広域行

政事務組合消防長、公共輸送機関の長、東北方面総監その他の防災関係機関

の長に対し、協力を要請するものとする。 

  ③から④ （略） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
➢ 海上保安庁連

絡体制の見直
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 海上保安庁連

絡体制の見直
し 
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86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）防護措置の方法等 

 Ⅰ 屋内退避 

   屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物

質の吸入抑制や放射線を遮蔽することにより、主にプルームからの被ばくの低

減を図る防護措置であるため、ＵＰＺにおいて、全面緊急事態に至った時点で、

放射線被ばくのリスクを低減するために実施するものとし、原則として住民が

自宅内にとどまるものとする。 

また、ＰＡＺやＵＰＺの一部の区域において、避難又は一時移転の実施が困

難な場合の措置として行うものとする。 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 関係市町は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に

戻るか、又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。 

 

  ② 感染症流行下においては、県及び関係市町は、自宅等で屋内退避を行う住

民に対し、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示

が出されている間は原則換気を行わないよう指示するものとする。 

また、自然災害により指定避難所で屋内退避をする場合には、対応に当た

る職員等の感染症対策を徹底するほか、密集を避け、極力分散して退避する

こととし、これが困難な場合は、あらかじめ準備をしているＵＰＺ外の避難

先へ避難するものとする。 

 

  ③ 県は、屋内退避中の住民等に対して、必要に応じ、テレビ、ラジオ等の報

道機関を通じて必要な情報を提供し、関係市町は、防災行政無線等の広報手

段を用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報して民心の安定に努めるもの

とする。 

 

（４）防護措置の方法等 

 Ⅰ 屋内退避 

   屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物

質の吸入抑制や放射線を遮蔽することにより、主にプルームからの被ばくの低

減を図る防護措置であるため、ＵＰＺにおいて、全面緊急事態に至った時点で、

放射線被ばくのリスクを低減するために実施するものとし、原則として住民が

自宅内にとどまるものとする。 

また、ＰＡＺやＵＰＺの一部の区域において、避難又は一時移転の実施が困

難な場合の措置として行うものとする。 

 

  ① ＰＡＺにおいては、緊急事態の区分に応じて避難の対象となる住民等につ

いて、自然災害等により避難が困難な場合又は健康状態により避難よりも屋

内退避が優先される場合の措置として屋内退避を実施するものとする。 

なお、ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じて、ＵＰＺと同様に、屋

内退避を行う場合がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に

応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行

うものとする。 

 

  ② 関係市町は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に

戻るか、又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。 

 

  ③ 感染症流行下においては、県及び関係市町は、自宅等で屋内退避を行う住

民に対し、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示

が出されている間は原則換気を行わないよう指示するものとする。 

また、自然災害により指定避難所で屋内退避をする場合には、対応に当た

る職員等の感染症対策を徹底するほか、密集を避け、極力分散して退避する

こととし、これが困難な場合は、あらかじめ準備をしているＵＰＺ外の避難

先へ避難するものとする。 

 

  ④ 県は、屋内退避中の住民等に対して、必要に応じ、テレビ、ラジオ等の報

道機関を通じて必要な情報を提供し、関係市町は、防災行政無線等の広報手

段を用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報して民心の安定に努めるもの

とする。 

 
 
➢ 原子力災害対

策指針の改正 
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87 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅡからⅣ （略） 

 Ⅴ 避難者の輸送 

 

  ⑤ 屋内退避の継続の判断は、国が、屋内退避実施後３日目を目安として行い、

それ以降は、日々行うものとする。その際、国は、物資の不足等により生活

の維持に困難を伴う場合や屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく

低減効果が失われる場合には、県及び関係市町と緊密な連携を行いながら、

避難への切替えを判断し、指示する。 

    なお、屋内退避から避難への切替えにより、避難行動及び生活環境の変化

等に伴う肉体的・精神的影響が生じるため、屋内退避を継続することを基本

とし、避難への切替えを判断するに当たっては、生活の維持が困難であるこ

と等の判断は慎重に行うものとする。 

    また、屋内退避の継続のためには、医療品等も含めた支援物資の供給及び

医療等の人道的支援の提供が重要となることに留意するものとする。 

 

 

⑥ 屋内退避を実施している住民等に対しては、原子力施設の状態の見通しや

緊急時モニタリングの結果等の必要な情報を絶えず積極的に提供するものと

する。また、避難すべき区域でやむを得ず屋内退避を実施している住民等の

放射線防護について留意するものとする。 

 

  ⑦ 屋内退避中は、被ばくを低減するために屋内に留まることが原則である

が、生活の維持に最低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支え

る民間事業者等の活動は、屋内退避という防護措置の一部をなすものであ

り、屋内退避中も実施できるものとする。 

 

  ⑧ 国は、原子力施設の状態が安定して一定の要件を満たし、新たなプルーム

が到来する可能性がないこと及び既に放出されたプルームが滞留していな

いことが確認できれば、屋内退避の必要がなくなることから、屋内退避の解

除を行うものとする。 

    なお、その際、緊急時モニタリングの結果に応じて、ＯＩＬ１又はＯＩＬ

２を超える地域があれば、避難や一時移転等の防護措置を講ずるものとす

る。 

 

 ⅡからⅣ （略） 

Ⅴ 避難者の輸送 

 

➢ 原子力災害対
策指針の改正 
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県は、必要に応じ、陸上自衛隊、宮城海上保安部、公共輸送機関等に対し、

避難者の輸送について協力を要請し、緊急輸送車両等を確保するものとする。 

また、関係市町は、避難を要する住民等を一時集合場所に集合させ、避難の

優先順位の高い者から順に輸送するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

感染症流行下においては、県及び関係市町は避難過程における感染拡大を防

ぐため、避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離

の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めて

感染対策を実施するものとする。 

 

 

（５） （略） 

 

（６）立入制限等の措置 

 Ⅰ （略） 

 Ⅱ 海上の立入制限等の措置 

宮城海上保安部長は、知事（本部長）又は関係市町長の要請等に基づき、警

戒区域内の海域に、防災業務関係以外の船舶の立入りを制限又は禁止するもの

とする。 

県は、必要に応じ、陸上自衛隊、第二管区海上保安本部、公共輸送機関等に

対し、避難者の輸送について協力を要請し、緊急輸送車両等を確保するものと

する。 

また、関係市町は、避難を要する住民等を一時集合場所に集合させ、避難の

優先順位の高い者から順に輸送するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

感染症流行下においては、県及び関係市町は避難過程における感染拡大を防

ぐため、避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離

の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めて

感染対策を実施するものとする。 

 

（５） （略） 

 

（６）立入制限等の措置 

 Ⅰ （略） 

 Ⅱ 海上の立入制限等の措置 

第二管区海上保安本部長は、知事（本部長）又は関係市町長の要請等に基づ

き、警戒区域内の海域に、防災業務関係以外の船舶の立入りを制限又は禁止す

るものとする。 

 

➢ 海上保安庁連
絡体制の見直
し 

87 第７節の２ 

 

１ 治安の確保 

県は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安

の確保について警察本部及び宮城海上保安部と協議し、万全を期すものとす

る。特に、避難指示等を行った地域及びその周辺においてパトロールや生活の

安全に関する情報の提供等を実施し、盗難等各種犯罪の未然防止に務めるもの

とする。 

 

２ （略） 

 

第８節から第９節 （略） 

 

第７節の２ 

 

１ 治安の確保 

県は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安

の確保について警察本部及び第二管区海上保安本部と協議し、万全を期すもの

とする。特に、避難指示等を行った地域及びその周辺においてパトロールや生

活の安全に関する情報の提供等を実施し、盗難等各種犯罪の未然防止に務める

ものとする。 

 

２ （略） 

 

第８節から第９節 （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 海上保安庁連

絡体制の見直
し 

90 

 

第 10 節 原子力災害医療活動 

 

第 10 節 原子力災害医療活動 
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１ 原子力災害医療体制 

 

（１）県現地災害対策本部医療班の設置 

原子力施設の状態が施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場

合、県現地災害対策本部（現地本部）が設置され、現地本部の下に医療班が編

成される。 

放射性物質の放出を伴う状況となった場合、医療班は、住民等の被ばく及び

そのおそれがある者に対する検査、除染等並びに一般傷病者に対する診察、治

療を行うため、原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアルに基づき原子力

災害医療活動を実施するものとする。 

 

原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル（資料３－10－１） 

 

（２）から（５） （略） 

 

 ２ 略 

１ 原子力災害医療体制 

 

（１）県現地災害対策本部医療班の設置 

原子力施設の状態が施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場

合、県現地災害対策本部（現地本部）が設置され、現地本部の下に医療班が編

成される。 

放射性物質の放出を伴う状況となった場合、医療班は、住民等の被ばく及び

そのおそれがある者に対する検査、除染等並びに一般傷病者に対する診察、治

療を行うため、原子力災害医療対応マニュアルに基づき原子力災害医療活動

を実施するものとする。 

 

原子力災害医療対応マニュアル（資料３－10－１） 

 

（２）から（５） （略） 

 

 ２ 略 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 原子力災害医

療対応マニュ
アルの改訂 

93 第 11 節から第 14 節 （略） 第 11 節から第 14 節 （略）  

 

99 

 

第４章 原子力災害中期対策  （略） 

 

 

第４章 原子力災害中期対策  （略） 
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